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第１ 平成 27 年 9 月期決算の概要 

１．経営環境 

平成 27 年 9 月期における国内経済は、国内需要は企業収益が明確な改善を続けるなかで、

設備投資が緩やかな増加基調にあります。また、雇用・所得環境の着実な改善を背景として、

個人消費は底堅く推移しているほか、住宅投資も持ち直しております。公共投資は高水準なが

ら緩やかな減少傾向に転じております。 

当行グループの主たる営業基盤である福井県内経済においては、製造業の生産は高水準

に推移しております。業種別では繊維や眼鏡枠および部品は横ばい圏内で推移しており、電

子部品・デバイスが高水準の生産で推移しているほか、化学は底堅く推移しております。個人

消費は、消費者マインドが改善するもとで、持ち直しております。公共投資は高水準ではありま

すが足もとで減少しております。住宅投資は下げ止まりつつあります。平成 27 年 3 月の北陸新

幹線金沢開業のイベント等で県内経済活性化が期待されますが、福井県の貸出金残高は全

国・北陸地域と比較しても力強さに欠けるなど、依然として厳しい環境が続いております。 

 

【国内貸出金残高の推移（表 1）】                          （単位：億円） 

項目 
27 年 9 月末 27 年 3 月末 

実績 前年比 実績 前年比 

全国 4,558,742 +3.4％ 4,519,476 +3.3％ 

うち福井県 16,903 +0.1％ 16,902 +1.0％ 

うち石川県 27,000 +0.4％ 27,473 +3.0％ 

うち富山県 31,023 +3.5％ 30,618 +3.2％ 

（出典：日本銀行「都道府県別預金・貸出金」） 

 

２．決算の概要 

(1)主要勘定 

貸出金は、中小規模事業者等向け貸出を中心に積極的に取組み、前年同期比 22 億

円増加の 3,220 億円となりました。有価証券は、国債の増加等により、前年同期比 80 億円

増加の 1,192 億円となりました。 

預金は、法人預金・個人預金ともに堅調に推移し、前年同期比 57 億円増加の 4,292

億円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等から、前年同期比 10 億円増加の 210 億円となりまし

た。 

【主要勘定（残高）（表 2）】                                     （単位：百万円） 

 

27年9月末 
27年3月末 

実績 
26年9月末 

実績 実績 27年3月末比 26年9月末比 

資産 461,021 +5,305 +4,649 455,715 456,371 

 
うち貸出金 322,028 +5,303 +2,262 316,724 319,765 

うち有価証券 119,228 ▲675 +8,089 119,904 111,139 

負債 439,928 +4,935 +3,629 434,992 436,299 

 うち預金 429,242 +6,128 +5,723 423,113 423,518 

純資産 21,093 +369 +1,020 20,723 20,072 
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(2)損益状況 

 

【損益（単体）（表 3）】 （単位：百万円） 

項    目 

27/9期 
26/9期 
実績 実績 

前年 
同期比 

 業 務 粗 利 益 3,635 +219 3,415 

 

資 金 利 益 3,611 +295 3,315 

役 務 取 引 等 利 益 85 ▲0 86 

そ の 他 業 務 利 益 ▲62 ▲75 13 

 経 費 2,873 ▲78 2,951 

 う ち 人 件 費 1,597 ▲23 1,621 

 う ち 物 件 費 1,133 ▲59 1,193 

 コ ア 業 務 純 益 801 +356 444 

 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ① ▲213 ▲18 ▲195 

 臨 時 損 益 592 +232 359 

 う ち 不 良 債 権 処 理 額 ② ▲583 ▲242 ▲341 

（与信関連費用①＋②） ▲797 ▲260 ▲536 

 経 常 利 益 1,568 +548 1,019 

 特 別 損 益 ▲42 ▲14 ▲28 

 税 引 前 中 間 純 利 益 1,525 +534 991 

 法 人 税 等 20 ▲1 22 

 法 人 税 等 調 整 額 ▲60 ▲80 20 

 中 間 純 利 益 1,565 +616 949 

   

①業務粗利益 

貸出金利息は貸出金利回りが前年同期比 0.14 ポイント低下の 1.64％となったことから前

年同期比 2 億 24 百万円減少となりました。一方で、有価証券利息配当金においては前年

同期比 5 億 12 百万円増加となった結果、資金利益は、前年同期比 2 億 95 百万円増加の

36 億 11 百万円となりました。 

また、役務取引等利益は住宅ローン、預かり資産獲得が増加したものの、融資関連手数

料等の減少から前年同期並みの 85 百万円となり、その他業務利益は前年同期比 75 百万

円減少となった結果、業務粗利益は、前年同期比 2 億 19 百万円増加の 36 億 35 百万円

となりました。 

 

②コア業務純益 

業務粗利益が前年同期比増加したこと、経費においては人件費・物件費の削減に継続

して取組み、前年同期比 78 百万円減少の 28 億 73 百万円となったことから、コア業務純益

は、前年同期比 3 億 56 百万円増加の 8 億 1 百万円となりました。 

 

③与信関連費用 

与信関連費用は、主に貸倒引当実績率の低下から、一般貸倒引当金繰入額は 2 億 13

百万円の戻入益計上となり、不良債権処理額に含まれる個別貸倒引当金繰入額も戻入益



3 

を計上した結果、前年同期比 2 億 60 百万円の減少となりました。 

 

④純利益 

以上の結果、経常利益は、前年同期比 5 億 48 百万円増加の 15 億 68 百万円となり、

純利益は、前年同期比 6 億 16 百万円増加の 15 億 65 百万円となりました。 

 

(3)不良債権の状況 

金融再生法開示債権額が前年同期末比 8 億 40 百万円減少となったことから、金融再

生法開示債権比率は、前年同期末比 0.29 ポイント低下の 6.15％となりました。同債権額

のうち 79.96％にあたる 158 億 81 百万円は貸倒引当金や担保保証等にて保全を行って

おります。 

 

【金融再生法開示債権比率（単体）（表４）】                    （単位:百万円、％） 

 26 年 9 月末 27 年 9 月末 増 減 

金融再生法開示債権 20,700 19,860 ▲840 

総与信 321,263 322,918 +1,655 

金融再生法開示債権比率 6.44 6.15 ▲0.29 

 

(4)自己資本比率 

平成 27 年 9 月末の自己資本の額が 207 億円、リスク・アセット等の額が 2,325 億円とな

った結果、自己資本比率は、前年度末比 0.41 ポイント上昇の 8.92％となりました。 

 

【自己資本比率の状況（新基準）（表 5）】                    （単位：百万円、％） 

 27 年 3 月末 27 年 9 月末 増 減 

自己資本の額 19,123 20,765 +1,641 

リスク・アセット等の額 224,583 232,582 +7,999 

自己資本比率 8.51 8.92 +0.41 
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第２ 経営の改善に係る数値目標の実績 

１．コア業務純益（収益性を示す指標） 

平成 27 年 9 月期において、引き続き中小規模事業者向け貸出増加に積極的に取組んでま

いりましたが、市場金利の低下および県内金融機関との競合激化により、貸出金利回りは計画

比 0.21 ポイント低下の 1.64％となったことを主な要因として、貸出金利息収入は計画比 3 億 88

百万円下回りました。一方で、有価証券利息配当金が計画比 4 億 85 百万円増加、経費が人

件費・物件費の削減により計画比 78 百万円減少した結果、コア業務純益は、計画比 75 百万

円上回る 8 億 1 百万円となりました。 

今後も中小規模事業者向けを中心とした貸出の増加に向けた諸施策を着実に実行し、貸出

金利回りの改善による安定的な収益体質への転換を図ってまいります。 

 

【コア業務純益（表 6）】                          （単位：百万円） 

計画始期 
27/9 期 28/3 期 

計画 計画 実績 計画比 始期比 

1,575 726 801 +75 +27 1,576 
 

28/9 期 
計画 

29/3 期 
計画 

827 1,784 

※コア業務純益＝業務純益－一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益 

※始期比は、通期の計画始期比較のため、当該期のコア業務純益を 2 倍して算出した値と比較しております 

 

２．業務粗利益経費率（業務の効率性を示す指標） 

平成 27 年 9 月期において、業務粗利益は、主に貸出金利息収入が計画を下回ったため、

計画比 67 百万円下回る 36 億 35 百万円となりましたが、経費（機械化関連費用を除く）につい

ては、計画比 63 百万円減少の 23 億 65 百万円と計画以上に削減することができました。以上

のことから、業務粗利益経費率は、65.07％と計画比 0.51 ポイント下回る結果となりました。 

１．に記載します「コア業務純益」同様、収益力を高めることが今後の課題であると認識してお

り、引き続き、収益の積上げ、経費の削減を継続的に取組んでまいります。 

 

【業務粗利益経費率（表 7）】                              （単位：百万円、％） 

項目 計画始期 
27/9 期 

計画 実績 計画比 始期比 

経費（機械化関連費用を除く） 4,815 2,428 2,365 ▲63 ▲85 

業務粗利益 7,514 3,702 3,635 ▲67 ▲244 

業務粗利益経費率 64.08 65.58 65.07 ▲0.51 +0.99 
 

項目 
28/3 期 

計画 
28/9 期 

計画 
29/3 期 

計画 

経費（機械化関連費用を除く） 4,780 2,414 4,737 

業務粗利益 7,463 3,777 7,603 

業務粗利益経費率 64.04 63.91 62.30 

※業務粗利益経費率＝（経費－機械化関連費用）／業務粗利益 

※平成 27 年 9 月期経費（機械化関連費用を除く）および業務粗利益の始期比は、通期の計画始期比較

のため、当該期の各計数を 2 倍して算出した値と比較しております 
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第３ 経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況  

 

当行は、平成 26 年 6 月に策定した「経営強化計画」において、「地域のお客さまとともに成

長する銀行」を目指す銀行像とし、基本戦略として「地域密着の徹底による経営強化」の遂行

と財務基盤の安定のための 3 つの課題「収益力の強化」、「組織力の発揮」、「ガバナンス態勢

の強化」に対し、部門戦略を定めました。 

1 つ目の課題である「収益力の強化」に関しては、①「営業強化戦略」と業務効率化・経費

削減等を主とした②「業務効率化戦略」の 2 戦略で取組み、2 つ目の課題である「組織力の発

揮」に関しては、上記の②「業務効率化戦略」、行職員の育成・活用等を主とした③「人材育

成戦略」を定めております。 

3 つ目の課題である「ガバナンス態勢の強化」を含め、当行は各戦略に基づく諸施策を着実

に実施し、前計画までに構築した金融サービスを一層向上させ、福井県の経済活性化に貢

献してまいります。 

3 つの戦略に基づく諸施策の進捗状況は、以下のとおりです。 

 

１. 営業強化戦略（収益力の強化） 

①事業者向け取引の増加 

福井県内の企業が当行をメインバンクと認識している構成比は 9.6％（帝国データバンク

調査）であり、福井県内企業の約 1 割が当行をメインバンクとして認識しているものと考えら

れます。また、当行の取引先（福井県内）のうち、当行の企業メイン化基準（融資取引以外

での取引、例えば預金残高や給与振込・為替総合振込・5 大公共料金・税金などの取引を

点数化し、取引度合いを測るもの）により取引度合いの高い企業の構成比は全体の 9.5％と

なっており、地域の中小規模事業者との取引度合いを高めていくことが戦略となります。 

本計画では、事業者向け貸出は中小規模事業者等向け貸出を中心に、新貸出先の獲

得増加と当行をメインバンクとする取引先を含めた現取引先の取引維持・深耕を併進する

「新増現守」の展開や、取引先への継続的な訪問活動を通じた「課題解決型提案営業」を

積極的に取組み、取引度合いを深めていくこと、また、平成 26 年 6 月に策定した「経営強

化計画」に基づく諸施策を実施してまいりました。 

結果として、平成 27 年 9 月末において中小規模事業者等向け貸出残高は、前年度末

比 30 百万円増加の 1,609 億 95 百万円となりました。 

当行は、下記の取組みを中心に地域の中小規模事業者との取引度合いを深め、「地域

のお客さまとともに成長する銀行」として、長い取引関係を築いてまいります。 

 

【貸出金の推移（残高）（表 8）】                                           （単位：百万円） 

 26/3 末 27/3 末 27/9 末 28/3 末 29/3 末 

実績 実績 実績 計画 計画 

事業者向け貸出金 194,765 194,641 198,507 195,054 197,400 

うち中小規模 158,846 160,965 160,995 161,054 163,400 

 

[1]成長分野に対する取組み強化 

当行が成長分野として特定した 8 分野のうち、平成 25 年度の成長分野における貸

出実績でも 74％を占め、かつ今後も成長が期待できる「医療・介護・健康関連分野」に

対し、集中的に取組むこととしております。 
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平成 27 年 1 月に開催しました「経営諮問委員会」において、過去における福井県内

の事業者数や従業者数の推移等を分析した結果、同分野を成長する業種と報告して

おります。同分野は人口減少と高齢化のもとでも成長できる分野として認識し、取組み

を強化してまいります。 

具体的な取組みとして、平成 26 年 9 月に、専門的資格（「医療経営士 3 級」、「介護

福祉経営士 2 級」、「中小企業診断士」など）を有する行員、法人営業グループで育成

した「法人営業マイスター」の行員を、「ふくほう医療介護チーム」として立ち上げ、現在

チーム人員は 17 名となっております。平成 27 年度上期は専門的資格保有者が１名増

加するなど、チーム人員の専門性を高めております。 

 

 【医療介護チーム内訳（表 9）】 

 26 年 9 月 27 年 3 月 27 年 9 月 増加数 

医療介護チーム人員数 16 17 17 ±0 

 うち法人営業マイスター 8 12 12 ±0 

 うち医療経営士 3 級 4 7 8 ＋1 

 うち介護福祉経営士 2 級 5 6 6 ±0 

 26 年上期 26 年下期 27 年上期 増加額 

新規融資額（億円） 13.0 18.5 14.5 ▲4.0 

 

「ふくほう医療介護チーム」の活動内容は、各地域の医療・介護・健康関連分野に

おける情報収集、セグメント先への訪問による資金ニーズの発掘・ハンズオン支援、成

功ノウハウの共有、各人のスキルアップ（専門的資格取得や勉強会等）であり、その実

績等を定期的に開催する「医療介護チーム会議」にて共有しております。 

また、チーム以外の行員に対しても、平成 26 年 11 月に医療系の外部講師による

「業種別セミナー（医療機関）」（33 名参加）を初めて行い、平成 27 年 6 月には介護サ

ービス分野に関するセミナー（25 名参加）を開催しております。今後も医療介護分野へ

の取組みを強化してまいります。 

 

[2]企業の成長ステージをフルサポートする商品ラインナップの充実 

近時の景況回復感から、設備投資までは行かなくとも、将来の収益に発展する事業

へのチャレンジや新商品開発など、小口の資金需要は高まりつつあります。当行はこ

れまでも補助金申請のハンズオン支援を行ない、企業の成長ステージのサポートを資

金以外でも実施してまいりました。 

今後、そのような成長に向けた企業の増加が見込まれること、またこのようなチャレン

ジはお客様にとっても「時間」と「資金」が勝負となることから、当行ではその「時間」と

「資金」を解決する商品として、平成 26 年 7 月に、新たに「パワフルⅡ」を創設し、販売

してまいりました。 

本商品は、プロパー事業者カードローン商品であり、業歴 3 年以上の法人および個

人事業主を対象とし、無担保で事業資金（金額 1,000 万円以内）をご融資するというも

のであり、支店長決裁とすることで、現場に近い営業店の目利き力（将来性等）をもとに

した、スピードある貸出取引を可能としたもので、平成 27 年 9 月末にて 731 先、48 億

円の契約となっております。 
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なお設備投資等の資金ニーズに対しては、県内の設備投資需要を資金面から後押

しする「地域貢献特別ファンドⅡ」を平成 26 年 10 月に創設しております。地域の経済

活性化に貢献する設備投資等を使途とした商品であり、金利面でも地域への貢献度

合いに応じた設定とし、例えば、地域での雇用が一定数以上であれば引き下げるなど、

「地方創生」に貢献する企業等への支援を行っております。平成 27 年度上期は 23 億

円の実行となり、今後も、県内中小企業の成長時期における設備投資等への大型需

要にも積極的に取組んでまいります。 

      

[3]円滑化出口戦略の取組み強化 

当行では、事業再生の可能性が高く、かつ経営者の経営改善への意欲が確認で  

きる先を中心に「企業支援先」を選定し、融資部経営支援グループが直接お客様を訪

問し、経営改善計画書等の策定など経営改善のアドバイスを行っております。また、当

行のみでは解決できない場合は、高度な再生スキルを有する中小企業再生支援協議

会、地域経済活性化支援機構、福井県中小企業診断士協会および税理士等の認定

支援機関との連携にて支援を行っております。平成 26 年 9 月に北陸税理士会福井県

支部との業務協力に関する覚書を締結し、連携を強化しております。 

経営改善計画書を策定したお客様に対して、計画期間中に必要となる資金供給、

時間の経過とともに変化していく経営環境等を踏まえた新たな収益確保のための必要

資金等、計画の進捗状況や経営環境等を踏まえ、当行が一緒になって考え、積極的

に支援してまいります。 

また、事業改善に向けた経営改善スキルの向上も当行の課題であり、地域経済活

性化支援機構の特定専門家を平成 26 年 4 月より受入れており、平成 27 年度上期に

おいては 14 先を対象先として特定専門家と連携した支援を行いました。平成 27 年 3

月には、地域金融機関の中小企業支援に対する考え方等を共有し、企業成長や再

生支援のスピードアップを目的に当行含む７行庫をメンバーとした「北近畿中小企業支

援連絡会議」を創設しております。 

今後も事業改善に向けた出口戦略を講じ、かつ行員の更なる経営改善スキルの向

上を図ってまいります。 

 

【具体的な事例：経済活性化支援機構の特定専門家と連携した事業改善】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

取引先の事業内容は旅客運送業であり、バス・タクシー等による県内外需要に応え

る設備投資を行っておりましたが、借入による資金調達と売上の減少が当社の資金繰

りに影響を及ぼすものとなりました。 

そこで、メイン行となる当行は、地域経済活性化支援機構の特定専門家と連携し、

具体的な施策助言をいただき、窮境要因の分析・管理会計導入による部門別損益の

把握等内部環境分析をもとに、「機会」となる県外等からの観光客への営業強化・部

門シフト等にて安定した売上を確保する「経営改善計画書」を策定いたしました。 

現在は、社長自ら先頭に立って改善策に取組むなど業績改善につながり、当行も

必要となる設備投資に対応するなど、定期的に取引先と課題を共有し、必要な支援を

実施しております。 
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[4]クレジットライン協議による融資機会の最大化 

融資機会の最大化を図るべく、個社別のクレジットライン（与信目線）を設定します。

これは営業店と融資部による個社別のクレジットライン協議により、個社別の融資取組

方針を明確にし、効率的な営業活動やお客様の実態把握の強化につなげる効果を

持ちます。クレジットライン対象先は営業店の中核取引先や上位 2 割先となる取引先

で、当行の貸出金収益の大きな基盤となる先です。営業店長を中心とした個社への目

利き、現在のライフステージと将来のイメージ取引像を意識し、将来発生する資金ニー

ズへの与信目線を合わせていくものです。 

平成 27 年度上期は、5 月より融資部と各営業店との個社別協議会を開始し、営業

店上位 2 割先含む 962 社に対して、クレジットラインを設定いたしました。また、クレジッ

トライン設定状況等を本部・営業店で共有することで、貸出見込み案件先の摺り合わ

せに活用することとし、期中の新規融資額は 72 億円となりました。 

また、平成 27 年 1 月より運用開始した「電子稟議システム」にクレジットライン額を組

み込み、これまでの複数の書類での管理から、データによる一元管理を可能としており、

今後は、営業店長への権限委譲を含めた融資稟議のスピード化にも寄与する仕組み

を構築してまいります。 

 

[5]本業支援の強化 

経営者の抱える経営課題を迅速に解決していくために、事業内容を第三者的な立

場で見ることができる銀行の「目」と支援機関等につなぐ銀行の「手」をフル活用し、お

客様の経営資源をより有効的に活用いただけるよう、本業支援態勢の強化を図り、経

営相談にきめ細かに、迅速に応えることにより、「経営者の右腕」としてのポジショニング

を確保し、資金ニーズの際には「一番に相談される銀行」として展開してまいりました。

資金ニーズの際にも迅速性が重要であり、本業支援によって把握するお客様のライフ

ステージに応じたプロパー商品の提案・実行により、お客様のニーズと当行の貸出金

増加につなげてまいります。 

 

      (a)ビジネスマッチング取組み強化 

営業店、地域ブロック、全店とあらゆる範囲での情報共有と紹介等を推進し、マ

ッチング情報を切り口とした提案型営業を強化してまいります。平成 27 年度上期

にて、マッチング成約は 23 件と過去最高の件数となりました。 

また、毎年開催する大企業の開放特許とのマッチング「知財ビジネスマッチング

事業個別面談会」（近畿経済産業局、福井県発明協会と連携）でのマッチングを

県内お取引先 10 先程度と行い、継続的にフォローアップしております。 

 

  【個別面談会内容とフォローアップ】 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】 

 「若狭塗箸」の製造業者が大企業Ａ社の高性能抗菌技術を活用し、高度な抗菌

力を持つ塗箸を開発。（平成 25 年度面談会参加企業） 

【事例２】 

 「サトイモ」を活用した 6 次産業化で食品を製造している農業者が大企業Ｂ社の

甘味組成物を用いたダイエット食品素材を活用し、ダイエット効果のある食品を開

発。（平成 26 年度面談会参加企業） 
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また、顧客紹介業務提携先については、これまで大企業・中堅企業を主な契

約先としており、その情報を当行取引先に紹介する活動としておりましたが、本計

画では当行取引先（新規先含む）をも対象先とし、営業店長の目利きを通じた取

引先の強みを全営業店で契約先とその内容を共有することとしております。平成

27 年度上期には、1 先との顧客紹介業務提携ができております。 

 

(b)Ｍ＆Ａ・事業承継支援取組み強化 

事業承継に関するセミナーや個別相談は、業務提携する中小企業基盤整備

機構と連携して開催し、また、Ｍ＆Ａについては専門会社 2 社との業務提携を行

っております。また、25 年 3 月に（社）日本経営管理協会認定の専門資格「Ｍ＆Ａ

スペシャリスト」を 3 名の行員が取得したことで、専門的なコンサルティングが可能と

なりました。福井県内の経営者の年齢も高齢化が進んでおり、早期に事業承継の

検討等を行なうことで、県内の産業基盤の喪失を抑える効果があります。また、新

事業の展開等、成長に向けた支援として事業譲渡も有効的と捉えております。 

平成 27 年度上期にて、事業承継の実績は 5 先となりました。今後も、事業承継

に関するセミナーや個別相談の増加、成長支援のための事業譲渡など業務提携

先と連携し、積極的に取組んでまいります。 

 

(c)海外取引・海外進出支援取組み強化 

お客様の海外取引・進出ニーズは高まってきており、当行は中小企業基盤整

備機構との連携による「海外展開セミナー」や、ＪＥＴＲＯ、福井県立大学地域経済

研究所と連携し、海外に関する情報提供支援を行っております。また、外務省の

「海外展開一貫支援ファストパス制度」への参加機関（紹介元支援機関）として登

録し、お客様のニーズに応える態勢としております。 

また、営業統括部法人営業グループが近年ニーズの高い東南アジア方面の情

報収集を国別に担当者を配し実施することで、行内でも海外支援ニーズに応える

基盤の構築を図っております。 

平成 26 年 6 月には、ＪＩＣＡ事業である「カンボジア視察団」への派遣に対し、当

行がカンボジアでの事業展開に関心のある福井県内企業 4 先を紹介しております。

なお、福井県内での紹介金融機関は当行のみとなっております。平成 27 年 6 月

には、同事業として「ラオス視察団」への派遣に対し、福井県内企業 2 社とともに、

当行営業統括部法人営業グループの行員を 1 名派遣するなど、取組みを強化し

ております。 

今後も、海外進出に係る情報提供や、事業化に向けた現地調査、事前調査な

どを外部支援機関であるＪＥＴＲＯ、ＪＩＣＡ等と連携し、その専門的知識・ノウハウを

活かして、積極的に支援し、その成長に向けた資金に積極的に対応してまいりま

す。 

                         

(d)創業・新事業支援取組み強化 

地域の活性化につながる創業・新事業支援について、産学官との連携や営業

統括部法人営業グループによる営業店サポートを実施し、平成 27 年度上期には

28 先に対して 2 億 56 百万円の融資を実行しております。 
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今後も、地域の活性化につながる創業・新事業展開への積極的な支援を資

金・非資金の両面で実施し、事業拡大期・成長期に出てくる資金ニーズを着実に

吸収し、貸出増加を図ってまいります。 

 

【福井県内定住につながった創業支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)公的支援策の紹介、ハンズオン支援の強化 

「ものづくり補助金」「創業補助金」等の公的補助金の紹介、福井県内に本店

を置く金融機関が福井県とともに創設した地域独自ファンド「ふるさと企業育成フ

ァンド」、福井の地域資源を活かした新商品・新サービスの開発・販路開拓を支援

する「ふくいの逸品創造ファンド」の紹介などを地域のお客様に提供・提案し、関

係する外部支援機関と連携して計画書や申請書の作成支援を行っております。 

また、「ものづくり補助金」において、補助金採択前と採択後の業績等を分析し

たところ、概ね業績は良化または業容拡大しております。 

 

 【ものづくり補助金採択先の業績等変化（表 10）】 

 該当企業数 該当企業数率 

売上が増加した 5 55.6％ 

営業利益が増加した 5 55.6％ 

従業員数が増加した 5 55.6％ 

当行からの貸出が増加した 6 66.7％ 

            ※平成 25 年度ものづくり補助金申請支援先かつ採択先 9 先に対し、25 年度での業績と、その

約 2 年後となる平成 27 年 3 月時の業績との比較を行っております。 

 

また、福井県は平成 26 年 7 月に舞鶴若狭自動車道が全線開通し、平成 28

年度には中部縦貫自動車道永平寺大野道路が開通予定、さらに、平成 27 年 3

月に北陸新幹線が金沢まで開業し、平成 34 年度には敦賀までの延伸が予定さ

れており、高速交通ネットワークが整備されることで福井県と首都圏、信越地域、

関西圏からの観光客の増加が期待されます。平成 27 年 3 月に福井県より公表さ

れた「福井県観光新戦略」にて経済効果の波及を示す指標として「観光消費額」

創業支援のきっかけは公的機関事業である「開業実践ゼミ」に創業者が参加し

ており、サポーターである当行が事業計画作成のアドバイスを行ったことでありま

す。 

創業者は、勤務者時代に習得した知識・技術を活かした独自の手法で、顧客

に合わせた体臭除去に最も効果的なカスタムメイド洗剤の製造販売を計画してお

り、当行と日本政策金融公庫（協調融資）はその内容を高く評価し、当行は認定

支援機関として創業に係る事業計画書のブラッシュアップを支援し、資金面は日

本政策金融公庫と協調して創業に係る運転資金を対応いたしました。 

創業者は東京都出身であり、勤務者時代に福井県に移住していたものです

が、今回の創業を機に福井県に定住となりました。 

今後も、日本政策金融公庫と連携し、創業支援・地域経済活性化を積極的に

行ってまいります。 
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を掲げ、平成 31 年には現状比 44％増加の 1,200 億円を目標値としております。

目標達成のためには「新たな観光土産品、サービスの開発」を挙げており、当行も

公的支援策の紹介にて地域の企業の成長支援を行っております。 

 

【具体的な事例：増加する観光客の取り込みに向けての取組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度上期においては、補助金等申請支援を 88 先に対して実施してお

ります。 

また、行内では課題解決型提案営業の一手法として、補助金活用を併用した

資金提案を全営業店の渉外が活用できるよう、営業統括部法人営業グループに

よる OJT、階層別研修や渉外役席会議等にて補助金内容や方法を説明するなど、

課題解決型提案営業の強化と渉外セールス力の強化を図ってまいります。 

 

(f)経営相談機会の増加に向けた取組み強化 

当行は、平成 19 年にふくい産業支援センターと業務提携し、今日まで定期的

に当行営業店を会場とした「移動経営相談会」を開催しております。また、平成 24

年に福井県中小企業診断士協会と業務提携し、平成 25 年 6 月より、所属する中

小企業診断士による「経営相談会」を毎月開催しております。 

        

      【定期的な相談会での相談件数 （26 年 4 月～27 年 9 月）（表 11）】 

外部支援機関名 相談会開催数 相談対応先数 

ふくい産業支援センター 6 51 

福井県中小企業診断士協会 24 44 

 

多岐にわたる相談に対応できるよう、新たな支援機関等との連携を図っており、

平成 26 年 9 月に、北陸税理士会福井県 6 支部との業務協力に関する覚書を締

結しております。また、「ネット通販・取引支援センター」と連携してネット通販・取

引サイトの構築・運営に関する情報提供や簡易な相談に対応し、平成 27 年度上

期は 5 先対応しております。 

今後も、これまでの取組みを継続しつつ、国・県等の支援策の周知・活用を促

進し、経営者にとって「身近な」経営相談会の開催等を企画してまいります。 

 

[6]行員の提案力・知識の向上 

(a)法人営業マイスターの計画的育成 

当行では、事業者の経営課題に対して最適な解決策を提示できるコンサルタ

ント能力を身に付けた法人営業マイスターを育成し、そのマイスターの行動やＯＪＴ

【事例１】 

取引先の事業内容は菓子製造業であり、福井県内観光地や駅等にて菓子の

販路を確立しております。平成 27 年 3 月に開通した北陸新幹線開業など、県外

からの観光客に対する差別的な商品展開を考えていく中で、福井県の地域資源

である「醤油」を活用した菓子の商品開発を計画し、当行は新たな土産品開発を

対象とした「ふくい逸品創造ファンド」助成金の申請支援を行い、助成金の交付

決定となっております。 
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により、その能力を他の行員に継承することで行内全体のスキルアップを図ってお

り、8 名の法人営業マイスターを育成し、営業店に再配置しております。将来的に

事業性貸出に秀でる人材を増やしていくために、この法人営業マイスター育成を

組み込んだ人材育成体系（安定した事業性融資残高の増加に寄与する体制）を

構築し、実行してまいります。 

法人営業マイスターとして、平成 26 年 12 月、新たに 4 名（合計 12 名）を認定

し、営業店への再配置として平成 26 年度は 3 名、平成 27 年 4 月に 1 名をオフェ

ンス店に再配置しております。 

また、法人営業マイスター育成に向け、平成 26 年度は営業店より 2 名を法人

営業グループに新たに配置し、平成 27 年 4 月に営業店渉外を 1 名配置しており

ます。今後も、法人営業マイスターの計画的育成に取組んでまいります。 

 

【法人営業マイスター】 

 

 

 

     

(b)ロールプレイング大会 

営業スキル・知識の向上を目的とした「ロールプレイング大会」を定期的に開催

し、平成 26 年度は「事業性取引強化」「個人向け取引強化」をテーマに平成 27

年 2 月、全店大会を開催しております。ロールプレイング大会では、顧客との会話

の中でのニーズの聞き方、情報提供ツールの活用法など、地区ブロックでの予選

から始め、そこを勝ち抜いた行員が全店大会に出場することとし、行内全体でのス

キルアップを図っております。 

実践型の研修等を含め、アウトプット型の研修を増やし、行員の育成度を高め

てまいります。 

 

(c)研修・説明会 

階層別研修等により営業スキルの向上を図っておりますが、加えて土曜日に開

催する自主参加型講座「パワフルサタデー」も定期的に開催しております。特に、

法人営業グループ行員を講師とした「法人営業ソリューション」を平成 27 年度上

期に 2 回開催し、49 名の行員が参加しております。法人営業マイスター、法人営

業グループ以外の行員にも広くスキルアップが図れるよう、研修内容は法人営業

マイスター等による成功事例を踏まえた提案営業を分かりやすく伝えるものとなっ

ております。 

このような行員の更なる磨き上げや知識・経験向上のための機会として今後も

継続して定期的に開催し、営業のスキルアップを図ってまいります。 

 

(d)専門的資格の取得支援 

当行は、営業統括部法人営業グループを中心に、医療・介護系の各種専門

資格の取得を図っております。また、自発的な中小企業診断士試験の勉強会

「行内育成スクール」を立ち上げ、平成 27 年度上期においては 1 名の中小企業

診断士を輩出しております。 

行内で定めた育成プログラムに基づき、経営革新案件等の実績の積上げ・研修

受講・資格試験取得・外部機関等の連携実績等の基準をクリアした行員を「法人

営業マイスター」として行内で認定しております。 
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今後も、成長分野への貸出増加に向けた医療・介護系の専門的資格、コンサ

ルティング資格である中小企業診断士等の専門的資格取得の支援を継続して行

ってまいります。 

 

②個人向け取引の増加 

地域の個人のお客様に対して、個人のライフサイクルに合わせた金融サービス（預金・ロ

ーン等）をタイミング良く提案し、利用を重ねていただくことで、個人取引のメイン化による収

益性の向上を図る戦略を取ってまいります。 

この戦略を着実に実現させるためには、これまでの計画期間中に培った中小規模事業

者向けの継続的訪問活動を個人のお客様にも展開し、こまめな訪問による、相談しやすい

銀行としての地位を築き、かつ窓口担当者による「つかもう“ふくほう”4000 先フォロー運動」

の強化による店内・店外での提案活動を引き続き取組んでまいります。 

 

【つかもう“ふくほう”4000 先フォロー運動】 

 

 

 

 
 

 
[1]住宅ローン 

(a)常に利用しやすい商品のための設計・改良 

平成 24 年 4 月より開発・販売したプロパー住宅ローンのデータ蓄積をもとに、

そのデータを活用し、住宅ローン収支が当行収益に与える収益分析や信用リスク

等を把握した上で、常にお客様が利用しやすい商品として今後改良を検討してま

いります。 

平成 26 年 10 月から、固定金利選択型 5 年・10 年の基準金利を引き下げし、

将来の金利上昇に備えた金利プランに見直し、また、11 月からは全国保証株式

会社保証付住宅ローンの審査基準を緩和し、保証料区分（3 コースを 5 コースに

拡充）するなど、幅広いお客様が利用しやすい住宅ローンへの改定を行っており

ます。 

平成 27 年 2 月から、8 大疾病補償付債務返済支援保険の取扱いを開始し、

住宅ローンのお客様に対する保険商品の充実を図っております。 

 

(b)被借換えを抑制するための訪問・面談強化 

借換えのタイミングは金利面もありますが、お客様との接触機会の減少も挙げら

れます。当行は借換えを抑制するためのアフターフォロー訪問を展開しております

が、今後も継続して行い、住宅ローン利用のお客様のライフスタイルに応じた提案

営業を行い、かつ住宅ローン利用のお客様との複合取引等を推進し、被借換え

を抑制してまいります。 

また、定期的なアフターフォロー訪問により、目的型ローンのニーズや資産形成

のための投資信託等ニーズを掘り起こし、ローン獲得強化・預かり資産獲得の見

込み先増加を図ってまいります。 

フォロー対象となる「富裕層顧客」を選定、電話、来店誘導による窓口対応、訪問

等の手段を持って定期的に接触し、満期管理、販売した投信・保険等のアフターフォ

ロー、金融商品の紹介等を行う活動のことです。この接触により顧客満足度（ＣＳ）を高

め、他金融機関との比較優位を保ち、預金の増額、金融商品のニーズ発掘からリレー

ションシップの強化を図るという目的で実施しております。 



14 

 

 (c)本部専門部署による同行訪問 

本部の専門部署として営業統括部個人リテール営業グループがあり、本部単

独での営業活動も展開しております。しかしながら、営業店全体の営業力底上げ

も必要であり、これまで同様に、営業店との同行訪問や休日相談等を強化してま

いります。平成 26 年 10 月から、個人リテール営業グループを 1 名増員し、住宅業

者訪問活動を強化しております。 

 

(d)実践型研修の強化 

知識を行動に活用することが求められており、階層別に実施されていた研修内

容を「実践型」に切り替えて、翌日から行動できる内容に充実させてまいります。

実践型研修はロールプレイング形式を含め、外部講師等を活用し、また、フォロー

研修実施にて、研修で得た知識およびスキルの定着を図ってまいります。 

 

 (e)窓口等での情報トスアップへの評価 

営業店窓口にて把握した住宅ニーズ等の情報を迅速に渉外もしくは本部専門

部署につなぐことにより、住宅ローン提案機会の増加につながります。そのような

情報のトスアップを評価することで、窓口のモチベーション向上、情報収集スキル

の向上を図り、銀行全体での住宅ローン提案機会の増加を図ってまいります。 

 

【住宅ローンの計画と実績（表 12）】 （単位：百万円） 

 26/3 期 27/3 期 27/9 期 28/3 期 29/3 期 

実績 実績 実績 計画 計画 

住宅ローン残高 75,676 73,733 73,910 76,600 77,400 

 

[2]消費者ローン（住宅ローン除く） 

貸出金全体の金利が低下する中で、消費者ローン平均金利は高まっており、貸出

金全体の金利低下抑制と収益確保のために消費者ローンを強化していくことが今後の

戦略として必要になります。 

消費者ローンの獲得強化に向けた諸施策の進捗は下記のとおりです。 

 

(a)手続きしやすいチャネルの構築 

消費者ローンの受付態勢として、営業店・コールセンター・ＰＣ等としておりまし

たが、平成 26 年 2 月に当行ホームページを介したＰＣ・スマホによるローン受付も

可能としております。平成 27 年度上期における PC・スマホからの受付件数は前年

同期比 79 件（29％）増加しております。 

 

 【PC・スマホからの申込み数の推移（表 13）】                      （単位：件） 

 26 年度上期 26 年度下期 27 年度上期 前年同期比 

申込み数 268 317 347 ＋79 

 

今後も、ローン手続きの簡素化も行いつつ、多岐のチャネルでの申し込みを可
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能とし、営業店活動の選択肢拡大と営業時間外での受付増加を図ってまいりま

す。 

 

(b)ニーズを掘り起こす提案力の強化 

本計画では、渉外に期待している役割を改め、個人リテールコースの渉外によ

る地域のお客様（個人）への提案営業により、地域のニーズを掘り起こすこと、また、

キャンペーンなど、時期等を考慮した継続的なイベントを企画し、地域全体への

掘り起こしも行ってきた結果、消費者ローンは前年度末比 3 億 20 百万円増加の

111 億 12 百万円となりました。 

今後も、ニーズを掘り起こすキャンペーン等企画し、地域のニーズに応えるよう

取組んでまいります。 

 

【消費者ローンの計画と実績（表 14）】 （単位：百万円） 

 26/3 期 27/3 期 27/9 期 28/3 期 29/3 期 

実績 実績 実績 計画 計画 

消費者ローン残高 10,398 10,792 11,112 12,106 13,647 

 

[3]個人預金の増加 

個人預金は、安定的な資金調達の基礎として認識しており、今後も、積極的な推進

による個人預金の獲得強化に努めてまいります。 

 

(a)振込口座獲得、住宅ローン推進によるメイン口座の獲得 

給与振込等、継続的な入金口座は安定した預金基盤であり、その獲得は今後

も強化してまいります。また、住宅ローン利用のお客様との取引強化により、そのメ

イン口座からの定期預金等へのシフト、退職金等の入金指定、年金口座の指定

等、常に当行口座を活用いただけるよう、ライフステージに応じた定期預金等の商

品展開も継続して行ってまいります。 

平成 27 年 9 月末での給与振込口座は、前年度末比 294 口増加の 21,813 口

となりました。給与振込口座の増加等をもとに、ライフステージに応じたセールス活

動を行ってまいります。 

 

  【給与振込口座数の推移（表 15）】                    （単位：口） 

 27 年 3 月末 27 年 9 月末 増減数 

給与振込口座数 21,519 21,813 +294 

 

(b)年金受給者の預金口座獲得や取引優遇による高齢者層との取引深耕 

年金口座の獲得も安定した預金基盤であり、その獲得は今後も強化してまいり

ます。年金を当行口座にご指定いただいているお客様への取引優遇（プレゼント

等）も継続して行い、年金口座数の増加に努めてまいります。 

平成 27 年 9 月末での年金口座は、前年度末比 247 口増加の 28,969 口となり

ました。 
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  【年金口座数の推移（表 16）】                    （単位：口） 

 27 年 3 月末 27 年 9 月末 増減数 

年金口座数 28,722 28,969 +247 

  

(c)窓口営業・イベントの強化 

前計画では、空き時間を活用して店周セールスや電話セールスを行い、渉外

行員の支援を実施した「つかもう“ふくほう”4000 先フォロー運動」を通して、窓口

テラー（内勤）が担当するお客様を訪問し、お客様とのリレーションシップを高め、

提案による実績を積上げてまいりました。 

また、営業店では半期ごとに、地域のお客様への感謝を込めて、「お客様感謝

デー」を開催しております。これは営業店の内勤等を中心に企画しているもので、

多くのお客様のご来店をいただいております。 

今後も、窓口営業の強化、イベントの開催による預金等増加を図ってまいりま

す。 

 
【「つかもう“ふくほう”4000 先フォロー運動」実績（表 17）】 （単位：百万円） 

 26 年度上期 26 年度下期 27 年度上期 前期比 

定期預金 877 586 707 +121 

預かり資産 328 380 357 ▲23 

合計 1,205 966 1,064 +98 

 

(d)相続定期預金 

主に営業地域を福井県とする当行において、相続預金の県外流出の可能性

は低くないものです。将来の安定した預金基盤のためにも、上記取組みのような

獲得強化と同時に、払出しを抑制する仕組みが必要となってきます。そのため、

平成 25 年 4 月より「相続定期預金」を発売し、相続対象預金に対する金利上乗

せを行い、相続時の払出しを抑制する取組みを行っております。 

今後の少子高齢化・相続機会の増加に備え、平成 26 年 10 月に全営業店 39

店舗の窓口、内務役席に対して、相続手続きに関する通信教育受講を義務化し、

平成 27 年 3 月末にて新たに受講修了者が 161 名増加しました。また、平成 27

年 2 月に開催したロールプレイング大会では相続関係をテーマとし、学ぶだけで

はなく実践化できるよう取組んでまいりました。 

 

[4]預かり資産の獲得 

投資信託等の預かり資産は、ＮＩＳＡ開始等による資産形成への関心の高まりなどに

より、お客様のニーズも貯蓄から投資へと動いております。当行は、引き続きお客様の

ニーズに対応した商品の取り扱いを行い、お客様の資産形成のサポートに努めてまい

ります。 

 

【預かり資産獲得の推移（表 18）】                              （単位：百万円） 

 26 年度上期 26 年度下期 27 年度上期 前期比 

預かり資産 4,068 5,053 4,456 ▲597 
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投資信託 1,790 2,760 2,120 ▲640 

生命保険 2,278 2,293 2,336 +43 

 

(a)新規顧客の開拓 

ＮＩＳＡ制度の普及や物価上昇を背景に投資に関する関心が高まっております。

この潜在的な顧客ニーズを当行が掘り起こし、積極的な提案により新規顧客の開

拓につなげてまいります。 

 

(b)アフターフォロー 

当行は、投信販売後のアフターフォローを、購入後一定期間経過のお客様に

対して行っておりますが、相場（基準価額）下落時においても、対象顧客に対して、

損益状況や相場変動要因の説明、お客様の意向確認を行っております。販売後

の継続的な情報提供等、お客様が購入後も満足し、長期的な資産形成にお役

立ちいただけるよう努めてまいります。 

 

(c)ライフスタイルに応じた提案力の強化 

当行は、これまで営業店・本部の営業にて、お客様のライフスタイルに応じた預

かり資産等の獲得を推進してまいりました。 

今後も、継続した訪問活動や情報提供に努めてまいりますが、お客様に最新

の情報の提供や提案をするために、平成 27 年 6 月に情報端末（タブレット）を導

入し、運用開始しております。今後は、一層の提案力強化に向けた営業ツールと

しての活用をしてまいります。 

 

(d)本部専門部署による同行訪問 

当行は、本部の専門部署として営業統括部個人リテール営業グループがあり、

年金の相談や資産運用のアドバイスを行っております。しかしながら、営業店全体

の営業力底上げも必要であり、今後も営業店との連携を強化し、営業店の同行

訪問や休日相談、セミナー開催等強化してまいります。 

 

(e)行員育成 

営業店の販売担当者のレベルの統一や預かり資産担当者の知識・セールス力

の底上げを図るために、本部等の研修やＯＪＴに加え、自己啓発としてのＦＰ、ＦＡ

資格等の取得を促進し、お客様に対しライフスタイルに応じた最適なアドバイザー

となるよう取組んでおります。 

平成 27 年度上期は、ＦＰ2 級取得者の増加に向け、土曜日に開催する自主参

加型講座「パワフルサタデー」にて外部講師による勉強会を開催し、各人が不足

する知識の習得・資格取得支援を図った結果、ＦＰ2 級取得者が前年度末比 4 名

増加しました。 

 

【FP2 級取得者数の推移（表 19）】                          

 26 年 3 月末 27 年 3 月末 27 年 9 月末 増減数 

FP 2 級取得者 109 124 128 +4 

また、外部研修等に積極的に参加し、中期的には個人営業推進リーダーの育
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成と配置を行い、行内全体の底上げを図る人材を育成してまいります。 

 

２．業務効率化戦略（収益力の強化・組織力の発揮） 

①営業店運営の効率化 

[1]店舗編成 

平成 26 年 4 月より、店舗編成について、まず店舗種類の定義の見直しを行い、これ

までの金融サービス内容での区分けに「事業性融資に向けた方向性」を付加し、より明

確な営業方針を定めた上で、店舗種類に合わせた目標設定や人員配置内容に見直

ししております。 

目標設定に関しては下記の店舗編成基準に合わせて、事業性融資の貸出目標を

従来比でオフェンス店を高め、デフェンス店を低くするなど取組んでおります。また、人

員配置につきましてもデフェンス店の基準人員を 1 名減員とするなど、最小規模の経

営資源での経営を図っております。 

    

【本計画での店舗編成基準】 

オフェンス店（12） 
事業性融資残高増加を図るために、法人融資渉外の配置を濃くし、自

店で高度な金融サービスを完結 

バランス店（20） 
事業性融資残高維持以上を図るために、事業性は支店長・渉外役席を

中心に活動し、個人取引の増加を図る 

デフェンス店（7） 
事業性融資残高減少の抑制を図り、主に個人取引を重視し、最小規模

の経営資源で効率性を追求する 

    

店舗編成と人材配置の時間的ギャップや、計画期間中の市場余地の取り込み、タ

イミングを見た集中営業など、営業統括部法人営業グループによる事業性融資に係る

サポートも行ってまいります。 

[2]ブロック体制の継続と表彰基準等の見直し 

ブロック体制の仕組みは継続し、ブロック内の人的ネットワークの強化を図りつつ、営

業店・ブロックともに目標達成に向けた表彰基準となるよう、随時、見直しを行ってまい

ります。 

平成 25 年 4 月より、業績表彰をブロック表彰のみの運用から営業店表彰を主に運

用することとし、全営業店の業績順位を明確にする運用としております。加えて、ブロッ

ク営業体制のメリット（ブロック内連携による営業推進など）を最大限に発揮できるよう、

当行の基本戦略である「収益力の強化」に向けた収益の達成状況や「地域経済の活

性化」に向けた中小規模事業者向け貸出の増加、消費者ローンの残高増加の 3 項目

に絞り込んだ上でブロック表彰も行っております。 

平成 26 年 4 月より、業績表彰項目内容につきましては、個人取引の強化のもと、個

人のライフスタイルに応じた消費者ローン、預かり資産等の提案等の評点を引き上げる

など、半期ごとの見直しを行っております。 

平成 27 年 10 月より、業績表彰項目に「地域活性化」を新設し、地方創生の基盤と

なる「しごと」「まちづくり」等、地域活性化に寄与する貸出への評価、取引先の事業性

評価を評価対象に加えております。 
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[3]渉外評価体系の見直し 

平成 26 年 4 月より、渉外の評価体系を見直しております。渉外担当者の役割を明

確にするために、「総合コース」と「個人リテールコース」の２コース制を新設し、この運用

により、「個人リテールコース」の渉外は個人取引（預金・預かり資産・ローン等）にウェイ

トを置き、営業店の基盤となる地区のお客様との深耕を行っております。また、中小規

模事業者等向けの取引は「総合コース」の渉外、支店長代理等のキャリア豊富な行員

が担当し、お客様の資金ニーズに対する迅速な組み立て、経営相談等を行っておりま

す。 

運用開始時の平成 26 年度上期と、1 年後の平成 27 年度上期の実績と比較したと

ころ、「総合コース」の行員は総じて上回る実績となりましたが、「個人リテールコース」の

行員は経験の浅い若手行員の比率が増加したため、1 人あたりの実績としては「住宅

ローン」は上回るものの、「消費者ローン」や「預かり資産」で下回る実績となりました。引

き続き、実践型研修の継続的実施等により人材育成を行うとともに、個人取引での獲

得増加を図ってまいります。 

今後は、「総合コース」の優績者で事業性貸出に秀でた行員を営業統括部法人営

業グループに計画的に配属し、「法人営業マイスター」認定に向け、一層のスキル発

揮・向上を図り、中心的人材の育成と貸出の増加を図ってまいります。「個人リテール

コース」は経験年数の積上げとともに、「総合コース」への選択による一層のスキル発

揮・向上を図り、住宅ローン・消費者ローン・預かり資産等に秀でた行員は営業統括部

個人リテール営業グループに配属するなど個人リテール部門の中心的人材の育成も

行ってまいります。 

 

[4]多機能プラザ 

多機能プラザのあり方を「来店による顧客相談」から、「地域の個人リテール取引の

サポート拠点」として活用してまいります。個人ローン・預かり資産における営業統括部

個人リテール営業グループの行員や、渉外コースの選択により「個人リテールコース」

にて秀逸な成果をあげ、他の行員の模範となりうる行員等を選抜し、多機能プラザを拠

点として地区内の個人営業強化を支えていくものです。そのためにも多機能プラザの

中心となる行員の育成が必要であり、渉外評価体系の変更による育成状況等を鑑み、

将来の「地域の個人リテール取引のサポート拠点」配置に向け、渉外等の育成を図っ

ております。 

 

[5]次世代営業店イメージの構築 

当行は現在 39 の店舗ネットワークを構築しておりますが、人口の減少や高齢化、事

業所数の減少が長期的には懸念されているところであり、その環境変化にて生じる顧

客ニーズ等に適切に応えられる営業店を構築していく必要があります。そのためには 5

～10 年後の営業店のあり方を行内で広く協議していく必要があり、平成 26 年 11 月に

営業店の窓口として活躍する女性の意見等を聞くために、営業店に関するアンケート

を実施しております。また、営業店の窓口として活躍する女性の意見等を広く聞くプロ

ジェクトとして行内プロジェクトチーム「ティアラ」を平成 27 年 5 月に立ち上げております。

主に福井市内の営業店窓口等との意見交換を行っております。 

今後も営業店のあり方を広く協議してまいります。 
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②営業活動時間の創出 

営業店の営業時間を創出することを優先とし、本部がその創出に向けた営業店事務の

改善を実施することで、営業店におけるお客様との折衝や訪問時間を増やし、あらゆる営業

機会の増加による収益向上を図ってまいります。 

本部行員・営業店行員の営業時間創出に向け、行員の移動時間の削減を図るべく、平

成 26 年 11 月より「インターネット会議システム」を嶺南地域・福井県外店舗と本部に導入し

ております。専用機を使用した複数店舗間とのリアルコミュニケーションが可能となる同シス

テムを活用し、研修等における本部行員または営業店行員の移動時間の削減や営業店支

援を行う本部各部署の移動時間の削減を行い、また平成 27 年 1 月より運用開始した 「電

子稟議システム」により、これまでの紙媒体から電子化による事務フローの標準化・簡素化

による営業時間の創出を図っております。この 2 システムの稼動に併せ、平成 27 年 4 月より

本部業務の見直しを中心とした「本部業務量 5％削減活動」を実施し、システムによる営業

時間の創出、部内または営業店からの報告書の見直しを行い、人員に換算して約 20 名の

創出効果がありました。 

 

【営業活動時間創出効果（表 20）】 

創出策 創出人員 備考 

２システムによる削減効果 

（電子稟議システム・インターネット会議システム） 
約 18 名 

電 子 稟 議 に よ る 工 程 短

縮、行員移動時間の削減 

本部業務の見直し 約 1 名 各部宛報告書の見直し 

営業店事務の本部集中 
約 1 名 

税 金 納 付 事 務 、伝 票 綴 り

の見直し 

合計 約 20 名  

 

[1]「ご意見直行便」等による現場目線での改善強化 

当行は、営業店現場での改善意見等を本部に報告する「ご意見直行便」を活用し、

営業店事務の改善等を図っております。平成 25 年 7 月より「ヒヤリ・ハット報告」も兼ね

ることにより、今後の事故防止の観点からの意見も汲み取る仕組みができております。

平成 27 年度上期では、35 件の「ご意見直行便」、115 件の「ヒヤリ・ハット報告」があり

ました。 

平成 27 年度は「ご意見直行便」の運用は変更しておりませんが、「ヒヤリ・ハット報告」

の運用を変更いたしました。「ヒヤリ・ハット報告」は、不祥事案の未然防止を目的として

広く情報を収集することが重要であり、そのためには、行員が業務中に"ヒヤリとした"あ

るいは"ハットした"というような「気づき」が重要となります。今年度は、この「気づき」の感

覚を行員に今以上に持ってもらうために、「想定ヒヤリ」という考え方を追加いたしました。

これは、従来の「ヒヤリ・ハット」を一歩進めて、「ヒヤリ・ハット」以前に実務者が業務中に

事務疎漏の発生等の危険を感じることを「想定ヒヤリ」と定義し、事務疎漏の未然防止

や、事務規程の不備を発見するものです。以上により、平成 27 年度上期ではヒヤリ・ハ

ット報告は 115 件となり、平成 26 年度比 103 件の増加となりました。 

今後も、現場目線での改善策を収集し、事務の改善等を行ってまいります。 

 

[2]本部による営業店作業の集中化 

営業店事務の本部集中化による営業店の営業時間創出にむけ、平成 27 年 10 月
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から、営業店で行う税金納付事務の本部集中化を行っております。 

また、事務担当者等の事務習得度により事務事故につながり、営業時間を失ってし

まうこともあることから、平成 26 年度より、事務に不慣れな担当者等でも事務の記入や

検証を確実に行えるように、事務部にて「おたすけシート」を作成し、営業店に配信して

おります。事務事故発生分析や営業店からの意見を聞き、現在 14 種類のシートを配

信しております。行内プロジェクトチーム「ティアラ」の営業店窓口等との意見交換にお

いて、「おたすけシート」の活用状況等を確認することで、営業店がより活用しやすいも

のとなるよう取組んでおります。 

 

[3]「電子稟議システム」による融資事務フローの抜本的見直し 

平成 27 年 1 月より運用開始した 「電子稟議システム」により、これまでの紙媒体から

電子化による事務フローの標準化・簡素化による営業時間の創出、お客様との案件進

捗状況や行内での審査進捗などの本部・営業店間の情報共有と「視える化」、システ

ムによる融資組み立ての簡素化にて、融資スピードの向上を図ることで、お客様の取

引満足度を高めてまいります。 

平成 27 年 10 月にて、従来、定期的に営業店から本部に提出していた報告書のう

ち約 6 割を削減しております。今後は、人員（貸付等）の営業へのシフトや電子化により

不要となる設備の削減など検討してまいります。 

 

③経費削減 

平成 27 年度上期は、経費管理システムによる冗費の削減を行い、また、行内全体で経

費の無駄がないか検証し、取引業者との削減交渉等に取組んでおります。その結果、物件

費 14 百万円の削減となっております。また、平成 27 年 5 月には、賃借物件にて活動してい

た本部部署を自社所有の建物に移行し、賃借料の削減を行っております。 

一方で、経費の支払先は極力地元企業とし、平成 27 年度上期は、本部部署を自社所

有の建物に移行した際の工事の請負業者を地元企業とするなど、地元企業優先で取組ん

でおります。 

 

④福邦グループの効率化 

現在、当行グループは、福邦カード（株）の連結子会社１社で構成されており、その業務

はクレジットカード業務・信用保証業務となっております。平成 25 年 4 月に、当社の有担保

保証事業の一部を当行に吸収し、出向職員を当行に戻しております。クレジットカード・信

用保証業務での業績推移に対し、毎月の取締役会に出席するなど、安定した収益に向け

た指導・管理を行っております。 

今後、福邦カード（株）の業績推移も鑑み、当行への完全吸収もしくはグループ内での効

率化を進めてまいります。 

 

３．人材育成戦略（組織力の発揮） 

組織力の発揮による収益力の向上に向け、重要な経営資源である人材の育成は今後も強

化していく必要があります。本計画でも下記の取組みを強化してまいります。 

 

①人事考課蓄積による適正配置・処遇 

「財務」、「顧客」、「ビジネスプロセス」、「学習と成長」の 4 つの視点ごとに目標を設定し業
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績評価を行うことにより、長期・短期、全社・部門、自社・利害関係者間のバランスを取って

経営目的の達成を目指す「バランススコアカード」の考えを反映した新人事考課制度を平成

22 年 10 月に導入し、平成 23 年度より本格的な運用を開始しました。 
平成 26 年 9 月期には人事考課制度を精査し、更なる定着および簡素化を含めた見直し

を実施するとともに、過去 3 年以上蓄積した人事考課データを活用し、行員それぞれの能

力が発揮できる適正な配置・処遇を実施してまいります。 

 

②研修・育成制度の強化 

人材の育成、教育のための研修を階層別・テーマ別に開催しております。また、当行では

全行員を対象とした土曜日に開催する自主参加型講座「パワフルサタデー」を開催し、各

人が不足するスキルの補完や知識の習得・資格取得支援を図っております。 

また、自発的な中小企業診断士試験の勉強会である「行内育成スクール」を立ち上げて

おり、毎年 10 名以上が勉強会に参加しております。 

今後も、新たなテーマによる研修の開催や外部講師等による専門的研修の開催、「行内

育成スクール」の継続、専門的資格取得の支援など行ってまいります。 

 

③営業店運営力の強化 

[1]中期的視点での運営 

計画目標を達成するためには、営業店単位での業績向上が必須であり、いかに営

業店が本計画を十分に理解し、その目標達成に向けどのように動くかという営業店運

営が必要となります。 

平成 26 年 8 月の営業店長会議にて、前経営強化計画期間の営業店別中期経営

計画の優績店舗を表彰しております。今回の表彰は営業店長に対する中期的評価と

して初めての取組みであり、3 年間の実績をもって表彰としましたが、今回新たな経営

強化計画において営業店長に対する業績向上に向けた定期的な評価（表彰）を行う

べく、評価期間を 1 年ごととし、かつ 3 年間での表彰も実施することとしました。 

また、平成 26 年 4 月からの営業店長の中期評価項目も見直しし、具体的には①安

定的な業績推移、②長期的営業基盤の確保（給与振込・年金等の増加）、③人材育

成（通信教育・検定試験等）の 3 項目を評点化することとしました。この 3 項目以外にも

営業店での「経営支援」等を評価する部門別表彰も設け、中期的に取引先の成長や

営業店の収益に貢献する項目も評価する内容といたしました。平成 27 年 4 月の営業

店長会議にて、1 年目の中期評価に基づき、優績店の支店長に表彰を行っておりま

す。 

  

[2]ブロック運営と本部サポート 

営業店長の運営力強化のために、地域の営業店長との情報共有・交換（ブロック内

会議）、営業統括部営業店支援グループ支援役による営業店長サポートを行って

おります。 

 

④人材力の強化 

[1]若手行員の計画的育成 

若手行員が渉外の半数以上を占める環境下で、営業活動を通じて着実な育成を

行えるように、平成 26 年 4 月より若手行員を原則「個人リテールコース」渉外として個人
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取引（預金・預かり資産・ローン等）にウェイトを置く営業活動とし、個人取引強化のもと、

ローンや預かり資産等の研修を組み込み、計画的な育成を行っております。 

 

[2]企業のライフステージに応じた行内ノウハウの蓄積と浸透 

定期的な研修やロールプレイング大会開催などに加え、「法人営業マイスター」認定

者の増加に向けた計画的育成として平成 26 年度に 2 名、平成 27 年 4 月に 1 名を法

人営業グループに配属し、実践を通じた育成を行っております。また、「法人営業マイ

スター」の「オフェンス店」への配置を、平成 26 年 4 月以降新たに 4 名配置し、事業性

融資や補助金活用提案等を自ら実施し、また、後輩への OJT 等にて、店内の渉外行

員等へのノウハウの蓄積と浸透を強化しております。また、経営改善に向けた経営改

善スキルの向上も当行の課題であり、地域経済活性化支援機構の特定専門家を受入

れることで、経営改善対象先の中でも抜本的改善を図れる先等への訪問・連携による

支援を行い、事業改善に向けた出口戦略を講じ、かつ行員の更なる経営改善スキル

の向上を図ってまいります。 

 

[3]女性行職員の活躍推進 

女性の活躍を推し進めるために、営業店・本部の役席としての活躍の場を増やし、

また、新たに進めていく次世代営業店イメージの構築に向け、営業店の窓口として活

躍する女性の意見等を広く聞くプロジェクト等を実施し、銀行全体の活性化に向けた

活躍の場を増やすこととしております。 

平成 27 年 5 月に営業店の窓口として活躍する女性の意見等を広く聞くプロジェクト

として行内プロジェクトチーム「ティアラ」を立ち上げております。窓口の女性との意見交

換などにより女性の声を収集し、女性目線＝顧客目線での営業店の調査実施や改善

等の協議を行ってまいります。 

 

[4]中高年行員の経験・知識の活用 

人事制度改定による中高年行員の活用体制の整備および「キャリアデザイン研修会」

実施にて対象行員のキャリア自律につなげ、自身の経験と専門知識を活かし、かつ意

欲を持って取組める体制を構築してまいります。 
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第４ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗 

状況 

１．業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

(1)取締役会 

当行の取締役会は取締役を 8 名（うち社外取締役 2 名）とし、経営の基本方針に基づく

経営上重要な事項を決定し、取締役の職務執行を監督しております。客観的でかつ幅広

い視野に立った協議を行うことで、経営管理の一層の向上につなげ、地域金融機関として

責任ある経営体制の確立に努めております。 

 

(2)監査役会 

当行は、監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役 4 名（うち社外監査役 2 名）

で構成されております。各監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締

役、内部監査部門等からその職務の執行状況を聴取し、取締役の職務執行を監査して

おります。 

 

２．リスク管理体制の強化のための方策 

当行は、リスク管理に関する体制を明確にするとともに、全ての役職員が、銀行業務で発生

する各種リスクを正しく認識・把握し、自らの規模・特性に応じた適切な管理を行うことによって、

業務の健全性と適切性を確保しております。 

 
(1)管理体制 

リスクの内容に応じ、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク（事

務リスク、システムリスク、その他オペレーショナル・リスク）に区分し、担当部および管理規

定を定めております。これらの直面するリスクを総体的に捉え、適切に管理するため統合的

リスク管理方針を定め、統合的リスク管理態勢を整備・確立することにより、業務の健全性

および適切性の確保を図っております。 

ＡＬＭ委員会は、リスクの状況を踏まえた資産・負債の総合管理や運用戦略等の策定・

実行および全行的なリスクコントロール等、統合的リスク管理に係る事項を協議し、リスク状

況および検討結果を経営会議に報告しております。経営陣はＡＬＭ委員会等の報告によ

って、当行の直面するリスクを適切に評価および判断できる情報を共有し、リスク管理に適

切に関与しながら業務を執行しております。 

 

①信用リスク管理 

当行では、信用リスク管理体制の強化や大口与信集中リスクを適切にコントロールし、個

社の実態把握強化や、リスク管理における分析・検証を踏まえ、適切なポートフォリオの構

築に努めてまいります。 

 

[1]信用リスク管理体制 

取締役会は「クレジットポリシー」ならびに「信用リスク管理方針」を定め、管理部署で

ある融資部が大口与信先や問題与信先を重点に個別管理を行い、与信全体に占め

る大口与信先の比率や特定業種の比率を一定の限度内とする管理を引き続き行って

まいります。また、与信全体のＥＬ（期待損失：平均的状況における貸出の損失額）およ

びＵＬ（非期待損失：貸出の最大損失額から期待損失を控除した損失額）を毎月計測
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し、リスク量のモニタリングを行うとともに、その結果を四半期ごとにＡＬＭ委員会に報告

し、信用リスク全体の状況を半期ごとに経営会議に報告する信用リスク管理体制を継

続してまいります。 

 

[2]大口与信集中リスクの抑制 

大口与信状況（総与信におけるシェア管理の状況・大口上位の非保全額の自己資

本対比の状況・大口与信先の業況・クレジットリミット超過先の状況）につきましては、

融資部が半期ごとに経営会議に報告し、検証・評価する体制を構築しております。 

本計画においても上記抑制策（与信プラン）を引き続き実施し、当行の体力に見合

う 1 先あたりの与信額に縮減する態勢を継続的、かつ機動的に実践してまいります。 

 

[3]実態把握の強化 

適正な債務者区分による適正な引当を実施していくためにも、お取引先に対する実

態把握は重要であり、今後も強化していく考えです。 

行内研修としては、営業店長を対象とした「信用リスク管理研修会」、貸付担当役席

を対象とした 3 日間の格付トレーニー研修、若手行員を対象とした格付実務者トレーニ

ー、一般行員年長者を対象とした 5 日間の審査トレーニーを実施し、実態把握能力の

向上を図っております。 

また、営業店行員のお取引先に対する実態把握力を高めていくために、お取引先

の商流等を把握する「ビジネスモデル俯瞰図」や「グループ相関図」を策定し、策定後

の見直しや充実化を行っております。 

 

ビジネスモデル俯瞰図 

（策定数 1,745 先） 

事業特性や収支構造等を図式化し、企業の成長力・競争力

の源泉、または窮境要因を理解し、与信判断や経営支援に

役立てる資料 

グループ相関図 企業グループ間のヒト・モノ・カネの貸借・流用状況を図式化

し、企業・経営者・関連企業の支配関係・緊密関係を把握し、

グループ間の影響度・一体度を測る資料 

 

[4]資産健全化への適切な管理 

資産の健全化を重要な経営課題と認識し、不良債権の適切な処理、新たな不良債

権の発生防止、取引先の経営改善支援等により、常に資産の健全性の維持・向上等

に努めてまいります。 

 

(a)経営改善支援の強化 

当行では、問題債権を与信管理先（要注意先、破綻懸念先）と管理債権先

（実質破綻先、破綻先）に区分して管理しております。与信管理先のうち経営に

与える影響が大きい先や改善意欲の高い先などを「企業支援先」として選定し、

主に融資部経営支援グループが中心となって「企業管理・支援体制の管理要領」

に基づき、本部・営業店が共通認識のもと一体となり、経営改善支援を行っており

ます。 

また、当行と外部支援機関との連携による経営相談や経営改善計画書策定と

いった経営改善支援を強化し、取引先の窮境時への迅速な対応を行い、早期の
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改善を図ってまいります。外部支援機関としては中小企業再生支援協議会およ

び福井県中小企業診断士協会および税理士等の認定支援機関との連携に加え、

平成 26 年度より地域経済活性化支援機構の特定専門家派遣を活用し、事業再

生ノウハウの行内蓄積とコンサルティング機能強化を図ってまいります。 

 

(b)不良債権の適切な処理 

事業継続が経営者の生活再建等に悪影響をもたらす場合は、外部支援機関

や専門家等と連携し、債務整理や廃業のアドバイスを行うなど、お取引先にとって

最適な解決策を提案するように努めてまいります。 

また、お取引先や保証人の実態を十分把握した上で、「経営者保証に関する

ガイドライン」に沿った適切な回収に努め、貸出金の償却や債権売却などオフバ

ランス化も進めてまいります。 

 

②市場リスク管理 

市場リスク管理については、「市場リスク管理規程」に基本事項を定め周知を図り、組織

体制としては、フロント、ミドル、バック部署を設置して、それぞれの役割を明確にするほか、

年度ごとに「市場リスク管理方針」を策定し、牽制機能を発揮できる体制としております。 

市場リスク管理の具体的な手法としては、有価証券運用を主な管理対象とし、半期ごと

に自己資本、収益力、リスク管理能力等を勘案した市場リスク量に対する各限度枠（リスク

限度枠、損失限度額等）、ならびにこれらに対するアラームポイントを設定し、経営体力から

見て過大な市場リスクテイクとならないよう適切な管理をしております。 

これらの各限度枠およびアラームポイントの遵守状況は、日次でモニタリングを行ない、定

例的に経営会議等へ報告しております。また、各限度枠およびアラームポイントに抵触した

場合には、その段階に応じた基本的な対応を取り決めており、市場リスクの変化に対して迅

速な対応がとれる体制としております。 

また、金利リスク管理については、統合的リスク管理部門である企画部において、有価証

券および預金・貸出金も含めた管理を行っております。市場金利が低位で推移するなか、

有価証券運用における債券残高、および融資における固定金利貸出が増加傾向にありま

すが、コア預金内部モデルによる負債サイドの金利リスクの把握、長期の定期性預金の定

期的なキャンペーン実施など、金利リスクの適切なコントロールおよび低減を図っておりま

す。 

市場リスク管理におけるリスク量計測については、ＶａＲを用いた管理を行っております。ま

た、ＶａＲ管理を補完する目的として急激な市場環境の変化を想定したストレステストを実施

し、当行の経営体力および期間収益への影響を把握するなど、今後も、市場リスク管理の

強化、高度化に向けて取組んでまいります。 

 

③流動性リスク管理 

当行が直面する流動性リスクを適切に管理するために「流動性リスク管理方針」を定め、

「流動性リスク管理規程」を制定し、関連部署との情報の共有化を行い、管理手法の改善

等の協議を行う等、流動性リスク管理体制の整備を図り、総合的な管理、迅速な対応を行う

ことで資金繰りの安定に努めております。 

また、効率的な資金の運用と調達、および調達手段の多様化、円滑な資金繰りの遂行を

目的とした「資金繰りマニュアル」を定め、流動性リスク管理態勢の確立を図っております。 
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流動性リスク管理の具体的な手法としては、管理部署である証券国際部において、流動

性リスク管理方針等に則った資金繰り管理を行っております。なお、資金繰り管理の状況や、

流動性リスクを想定したストレステストの検証結果等については、定期的にＡＬＭ委員会に

報告しております。 

今後も、関連部署と情報を共有しながら管理手法の改善等の協議を行う等、流動性リス

ク管理の強化・高度化に向けて取組んでまいります。 

 

④オペレーショナル・リスク管理 

オペレーショナル・リスク管理については、「業務の過程、役職員の活動、若しくはシステ

ム」が不適切であること、または、外生的な事象により損失を被るリスクを総体的に捉え、適

切に管理するため、「オペレーショナル・リスク管理方針」を定めております。 

オペレーショナル・リスクを「事務リスク」、「システムリスク」、「その他オペレーショナル・リス

ク（法務リスク・人的リスク・有形資産リスク・風評リスク）」と特定し、それぞれのリスクについて、

主管部署を設置しております。 

各部署において、リスク顕在化を未然に防止するために、各種規程・マニュアルの整備、

事務ミス発生状況の検証、システムリスクの評価、外部委託先への定期的なモニタリングや

監査等を通じて、引き続き、管理水準の更なる向上に取組んでまいります。 

また、システム障害リスクの軽減、極小化を図るために、各種システム性能のモニタリング

強化や顧客動向を踏まえた各種統計・計数情報の傾向分析を行っております。 

今後は、取引明細件数等のシステムの制限値を越えた場合のシステム面・事務面の対

応を整備するとともに、外部委託先への定期的なモニタリングや監査を実施してまいります。 

また、大規模災害やシステム障害を想定した訓練を継続的に実施し、被災等時での行

内の万全な態勢が確立できるよう取組み、必要に応じ見直ししてまいります。 

 
(2)報告体制 

各担当部は、担当する業務に関わるリスクの状況およびその管理施策・問題点等を随

時、各担当部の担当役員へ報告、影響が大きいと考えられるものについては経営陣へ報

告し、さらに、必要に応じ取締役会に報告しております。 

 

(3)不測の事態への対応 

不測の事態の発生により、当行の経営に大きな支障をきたすことが想定される損失の危

険に対する取組体制や対応策を各種規程に定めております。 

 

(4)今後の方針 

リスク管理に関しては、計測・評価・モニタリングを継続して行い、態勢の検証、見直しを

加えて、一層の高度化を進めていく一方、リスク管理を単に当行全体のリスク量を把握す

るためのツールだけではなく、リスク・リターン戦略等の妥当性の検証および戦略等の立案

に活用し、資本の効率性、収益性向上に役立ててまいります。 

また、リスク管理の実効性を向上させるため、必要な人材の配置および育成にも注力い

たします。 
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３.法令遵守の体制の強化のための方策 

当行は、「地域のお客様とともに成長する銀行」を目指す像としており、そのためには、地域

のお客さまに信頼されることが根幹にあります。引き続き、お客さまに信頼されるために｢法令遵

守｣を経営の重要課題の一つと位置付け、コンプライアンス態勢の充実・強化を図ってまいりま

す。当行ならびに当行役職員は、法令等を遵守し、高い倫理観を持って、日々の業務活動を

遂行いたします。 

 

(1)法令遵守基本方針等 

法令遵守に係る管理を総合的・体系的に実施すべく、「法令等遵守基本方針」および

「法令等遵守規程」を定めて、コンプライアンスを徹底するためにコンプライアンス・マニュア

ル等を制定し、毎月のコンプライアンス勉強会時に、全行職員がコンプライアンス・マニュア

ル等を読み合い、更なるコンプライアンスマインドの向上を図っております。 

今後も、適時見直しを行い、更なる法令遵守態勢の強化を進めてまいります。 

 
(2)コンプライアンス統括部門の態勢強化 

法令遵守の徹底を図るため、各部署に存在するコンプライアンス関連情報を収集・管

理・分析・検討し、その結果に基づき適切な対応・方策が講じられるよう、コンプライアンス

統括部門を設置しております。 

行職員に対し月一回、コンプライアンスチェックや不審行動の確認を行うチェック等、電

子メールによる自己チェックを実施するなど、全行的にコンプライアンスマインドの醸成を行

っております。さらに、不祥事件未然防止の観点から、指定休務制度ならびに連続休暇制

度による職場離脱による牽制力の強化を図っております。 

 

(3)コンプライアンス委員会 

各部および委員のコンプライアンスマインドを更に向上させるために、平成 25 年 7 月より、

コンプライアンス委員会の開催頻度を原則隔月から毎月とし、所管部ごとの法令遵守態勢

の取組み状況の評価と検証を行い、結果を伝達することや、不祥事件に係る改善項目の

進捗状況の検証・協議を行っております。各委員は果たすべき役割を十分に理解し、監

視機能を十分に発揮することで、全行的なコンプライアンス意識の醸成と法令遵守の実効

性を高めております。 

 

(4)本部・営業店における管理体制 

本部、営業店ともにコンプライアンス責任者を設置し、毎月各部店においてコンプライア

ンス勉強会を実施し、コンプライアンス意識の向上を図っております。監査部は、本部各部

および営業店に対し、コンプライアンスに関する監査を行い、その結果をコンプライアンス

委員会に報告しております。また、相談・通報の方法として、携帯電話や自宅パソコンから

直接コンプライアンス統括部に電子メールで送信する方法を可能としております。 

平成 27 年 10 月に営業店長および新入行員を除く全営業店の行職員を対象としたコン

プライアンス研修会を開催、12 月には営業店長・役員部長を対象としたコンプライアンス研

修会を開催し、不祥事件の再発防止策の目的、ルールを遵守しないことで発生するリスク

の大きさや相互牽制の大切さを伝え、コンプライアンスマインドの醸成を行いました。 

今後も、研修会等を通じてコンプライアンスマインドの醸成に努めてまいります。 
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(5)法令違反行為等の相談・通報 

不正行為等の早期発見と是正を図るため、「内部通報規程」を制定しております。また、

電子メールによる内部通報の制度を活用し、不正行為等のコンプライアンス違反を察知し

た場合には、いつでも速やかに通報が行える仕組みを構築し、牽制態勢を強化しておりま

す。また、本制度についての周知を図るために、全行職員を対象としたコンプライアンス研

修会や階層ごとの研修会の中で積極的にアナウンスを行っております。 

 

(6)コンプライアンス・プログラム 

本部各部が保持するコンプライアンス上の課題について検証と改善を行い、各部の進

捗状況は四半期ごとに経営会議等に報告しております。 

コンプライアンス委員会では、各部の進捗状況について協議検討を行い、計画に対す

る進捗報告の検証や改善のための適切な指示を行っております。 

 

４．経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

(1)経営諮問委員会 

経営に対する評価の客観性を確保するために、社外の大学、行政、経済界の有識者 3

名で構成された経営諮問委員会を平成 21 年 6 月に設置し、以降 6 ヶ月ごとに開催してお

ります。これまでの経営諮問委員会では、当行の営業活動や行員活性化に関するアドバ

イスや強化すべき事業分野に関する助言等をいただいております。 

今後も、経営戦略や基本方針について客観的な立場で評価・助言を受け、経営の客

観性・透明性を高めてまいります。 

 

(2)株式公開 

経営の透明性・客観性を高めるため、主幹事証券会社を定め、上場に向けて準備を進

めてまいります。株式を公開することで、経営に対する評価の客観性が高まるものと考えて

おり、早期の公開を目指してまいります。 

 
５．情報開示の充実のための方策 

当行は、株主の方々、お客様および地域社会の皆様に当行の経営に対する理解を深めて

いただき、経営の透明性を確保することを目的として、迅速かつ充実した情報開示に取組んで

おります。 

今後は、「適時開示制度」を充実させるなど、一層情報開示の充実に努め、上場行と同レベ

ルの情報開示を目指してまいります。また、お客さまが決算情報や営業活動を確認する「ミニ・

ディスクロージャー誌」、「ディスクロージャー誌」を平成 26 年度より一新し、お客さまのライフステ

ージに合わせた積極的な経営支援等や金融教育・子育て支援・ボランティアなどの地域・社会

貢献活動をより分かりやすく提供しております。 
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第５ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている

地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

１．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている

地域における経済の活性化に資するための方針 

 

(1)基本方針 

中小規模事業者に対する信用供与の円滑化や地域経済の活性化を実現するために、

この地域密着型金融を引き続き推し進めてまいります。中小規模事業者を始めとするお客

様との継続的なつながりと信頼をもとに、課題解決型提案営業を通じてお客様の満足度を

高め、成長を支援し、地域・お客様・当行の 3 者が共に発展するというビジネスモデルを確

立させてまいります。 

また、本部の営業店支援、外部機関との連携、人材育成やノウハウの蓄積等、地域密

着型金融の推進に欠かせない態勢の整備・充実を図ってまいります。 

 

 (2)課題と施策 

当行は、地域密着型金融を進める上で、「継続的訪問によるコンサルティング機能の発

揮」、「地域経済活性化への積極的な参画」の 2 つの取組みを課題として位置付け、中長

期的な視点に立って組織全体として継続的に推進し、顧客基盤の維持・拡大、収益力や

財務の健全性の向上につなげてまいります。 

 

①継続的訪問によるコンサルティング機会の増加 

当行は、継続的な訪問活動を通じた「課題解決型提案営業」を実施し、営業店の活動の

根幹として定着しております。継続的な訪問活動により中小規模事業者等との信頼関係を

築き、経営課題を共有しながら成長・発展に向けた改善策を提案し、目利き力の発揮により

円滑な信用供与を実施してまいります。 

同時に、中小規模事業者等のライフステージ（発展段階）や事業の持続可能性の程度

等を適切に見極めた上で、最適なソリューションを提案し、事業者の主体的な実行を促し、

協働して進捗管理を進めてまいります。 

 
②地域経済活性化への積極的な参画 

地域経済の活性化に貢献することは地域金融機関の重要な使命であるとともに、当行発

展の基盤を作ることであると認識しております。 

平成 26 年 12 月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を受け、当行におい

ても「地方版総合戦略」への積極的な情報提供・提案等を推進するにあたり、平成 27 年 4

月に「地方創生チーム（企画部経営企画グループ、営業統括部営業店支援グループ・法

人営業グループ、融資部経営支援グループ、12 名）」を立ち上げ、福井県内 2 市と地方創

生に関する包括的地域連携協定を締結しております。 

当行は福井県を中心に、石川県・京都府・大阪府と営業店を配置しております。各営業

店のお客様の商流を把握し、行内ネットワークを活用の上、ビジネスマッチング等の本業支

援を通じて必要となるニーズ（販売・仕入など）に対応し、地域経済の活性化を推進します。 

また、創業や新事業、成長分野進出、事業承継等のライフステージに合わせたソリューシ

ョンを外部支援機関と積極的に連携し、個社の成長を通じ、地域経済の活性化（地方創生）

に貢献してまいります。 
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(3)目標計数 

「地域経済の活性化への貢献の状況を示す指標」としては「経営改善支援等取組率」

を目標に掲げ、積極的に取組んでまいります。 

 

【経営改善支援等取組率（地域経済の活性化への貢献の状況を示す指標）（表 21）】 (単位：先、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取引先数＝企業＋個人ローンまたは住宅ローンのみ先を除く個人事業者で融資残高のある先  
※「経営改善支援等取組先」とは、次の項目への取組先といたします。 

①創業・新事業開拓支援先 

（1）政府系金融機関と協調して投融資を行った先、認定支援機関として計画の認定を行った先 

（2）創業・新事業支援融資商品による融資を行った先（開業・新事業に係る制度融資資金、信用保 

証協会の創業・新規事業等関連保証による融資）、創業から3年未満の先への初めての事業資金 

融資を行った先 

（3）外部支援機関（ふくい産業支援センター）のコンサルティング機能を活用して創業・新事業 

開拓支援による貸出を行った先（中小企業新事業活動促進法に係る経営革新計画の承認を受け 

た先、および地域資源・新連携制度の認定への貸出を行った先） 

（4）技術課題解決・海外進出等支援に外部支援機関等を紹介し、連携して支援した先 

（5）「ふるさと企業育成ファンド」による県内中小企業への助成金等申請支援を行った先 

②経営相談・早期事業再生支援先 

（1）当行のコンサルティング機能、情報提供機能等を活用して助言を行った先として、融資部経営支援 

グループが中心となり、経営改善計画の策定支援を行った先、企業支援「重点先」として指定し経営 

改善計画を継続的にフォローし改善取組みを支援した先 

（2）取引先との長期的な密度の高い関係から得られる情報を活用し、情報提供･経営指導･相談等の 

ニーズへの対応を継続して行っている先として、融資部経営支援グループおよび営業統括部法人 

営業グループが中心となり、事業改善策を提案し実施したことにより公的な助成金等の申請支援を 

行った先、経営革新制度の策定･申請を支援した先 

（3）取引先の経営改善取組み等を行うため必要な外部機関および専門家（経営コンサルタント、公認 

会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等）を紹介し助言を受け改善取組みを行った先 

（4）当行の継続的なサポートによりビジネスマッチングの取組みを成立させた先 

（5）当行が主体となり外部支援機関（整理回収機構、中小企業再生支援協議会等）、専門コンサルタント 

や弁護士、公認会計士など専門家等の関与により事業再生取組みを行いランクアップした先、ＤＤＳ・ 

ＤＥＳなどを活用して事業再生の取組みを行いランクアップした先 

③事業承継取組先 

（1）当行が事業承継ニーズを有する先に、外部支援機関等（中小企業基盤整備機構・経営コンサル 

タント等）を紹介し、課題解決支援を行った先 

（2）相続対策のコンサルティングに加え、M＆Aのマッチング支援を行った先、事業承継に必要な資金 

を融資した先 

④担保または保証に過度に依存しない融資促進先 

（1）シンジケートローン、コミットメントライン、財務制限条項（コベナンツ）を活用した融資商品や担保お 

よび個人保証を不要とする融資商品で融資を行った先 

（2）ABL（Asset Based Lending）手法の活用等、動産、債権担保融資を行った取引先 

（3）スコアリングモデル・信用格付等を活かした無担保、第三者保証人不要のビジネスローンで融資 

商品の取組みを行った先（保証付ローンを含む） 

 

 
 
 

26/3 期 
(始期) 

27/9 期 

計画 実績 計画比 始期比 

①創業・新事業 24 30 39 +9 +15 

②相談・再生 148 149 231 +82 +83 

③事業承継 2 3 5 +2 +3 

④担保・保証 91 93 73 ▲20 ▲18 

合計（①～④） 265 275 348 +73 +83 

取引先数 4,716 4,776 4,553 ▲223 ▲163 

取組率 5.61 5.75 7.64 +1.89 +2.03 
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２．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策の進捗状況 

(1)中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

顧客との関係性強化を通じ、中小規模の事業者等のライフステージ等（創業・新事業開

拓、成長・拡大、経営改善、事業再生、事業承継等）を適切に見極めた上で、当該ライフ

ステージに応じて適時に最適なソリューションを提案するために、次のような体制のもとで推

進いたします。 

 

①本部による営業店支援体制 

より専門性の高い金融サービスの提供や営業店の補完機能として営業店を支援し、お客

様に対する商品提案、相談および情報提供を行う本部のサポート体制を継続し、かつ強化

してまいります。経営革新支援やビジネスマッチング・販路支援等を行う営業統括部法人営

業グループと経営改善計画の策定支援や経営相談を中心に行う融資部経営支援グルー

プが相互に連携しながら、営業店を引き続きサポートしてまいります。 

 
[1]営業統括部法人営業グループ 

地元優良企業への新規開拓、成長分野等への貸出推進、各種公的補助金等申

請のための計画策定支援など資金面以外の付加価値営業を推進しております。原則、

営業店ブロックごとに 1 名を配置し、担当ブロック内の営業店と連携して事業性貸出を

推進・支援しております。また、ライフステージに応じたソリューションにおける成功事例

や付加価値営業の伝授等、そのノウハウを研修や同行訪問によるＯＪＴ等にて営業店

へ提供・指導しております。 

同グループは営業店において営業実務に長けた行員を配属し、行内で定めた育成

プログラムに基づき、経営革新案件等の実績の積上げ・研修受講・資格取得・外部機

関等の連携実績等の基準をクリアした「法人営業マイスター」の認定に向け、実務を通

じて養成しております。 

また、同グループでの専門資格の取得については、平成 27 年度上期に「医療経営

士 3 級」に 1 名合格し、行内の専門資格取得数は「医業経営コンサルタント」2 名、「医

療経営士 3 級」8 名、「介護福祉経営士 2 級」6 名、「Ｍ＆Ａスペシャリスト」3 名、「農業

経営アドバイザー」1 名となっております。専門資格取得を通じ、高度化するお客様へ

のニーズに積極的に対応してまいります。 

今後も、行動基準・法人営業マイスター認定基準によるカリキュラムに従って、多様

化するお客様のニーズや課題に対して適切な解決策の提案を行う人材の育成に努め

てまいります。 

 

[2]融資部経営支援グループ 

コンサルティング能力や支援態勢を強化し、経営改善計画の策定支援を始めとした

お客様の経営改善活動をサポートします。営業店のみならず、同グループがお客様の

もとへ積極的に同行訪問または単独訪問を行い、実権者との面談により、経営課題等

の共有と解決アプローチを図ります。平成 26 年度より地域経済活性化支援機構の特

定専門家派遣を活用し、事業再生ノウハウの行内蓄積とコンサルティング機能強化を

図ってまいります。 

今後も、お客様と当行との間での信頼と相互理解を元に、より効果的で実践的な再

生支援を実施いたします。 
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②人材育成、ノウハウの蓄積と浸透 

蓄積したノウハウや成功事例等は OJT による周知浸透に加え、行内グループウェアにお

ける通知等の掲載や研修等にて、行内全体で共有してまいります。 

平成 26 年 10 月に開催した「営業店長会議」において、「中小規模事業者から頼られる

銀行となるためにどうするか」とのテーマで意見交換会を全店の営業店長、経営陣とで行っ

ております。その中で、営業店長が技術や製品、ビジネスモデル等にて高く評価している取

引先を「一押し企業」として推薦することとし、全店より 44 社の推薦をしております。オンリー

ワン技術やシェア全国 1 位など、業種問わず、企業の中身を重視した取組みとしております。

「一押し企業」に対しては、経営陣等の訪問や、一押しする技術等を背景とした補助金等の

提案営業やビジネスマッチングなどによる本業支援を営業統括部法人営業グループ中心

に行ってまいります。 

営業店全体への浸透には営業店長自らの実践が重要であり、今後も、浸透に向けた取

組みを図ってまいります。 
 

③外部専門家、外部機関との連携 

外部環境の変化やライフステージの変遷等、取引先の抱える経営課題は多岐に及んで

おり、当行の経営資源（人材・ノウハウ）ではスムーズに対応できないケースも考えられます。

そのため、当行では外部支援機関と積極的に連携し、取引先の経営課題にスムーズに対

応できるよう、その態勢を構築しております。 

今後も、外部支援機関との連携を深め、取引先の経営課題解決をサポートしてまいりま

す。 

 

④検証するための体制 

頭取を議長とする「経営強化会議」にて、中小規模事業者等向け貸出増加や地域経済

活性化のための戦略策定機能を果たすだけでなく、経営強化計画全体をより広く、高く、深

く検証し、認識した課題を改善するため協議しております。また、取締役会に検証結果と対

応策を四半期ごとに報告し、経営陣が適切に評価・判断できる体制としております。また、

検証体制を強化するために、同会議のみならず、本部各部長が参加する「役員部長会」等

の会議体においても、本部各部の施策進捗状況を検証し、頻度ある検証による施策遂行

への責任とスピードを高め、また、新たな課題等に対する対策・対応の協議を図っておりま

す。 

 

(2)担保・保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に

対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

担保・保証に依存しない商品の取組みや融資枠の活用を中心に取組んでまいりますが、

ＡＢＬについては取引先のニーズを調査しつつ、内部体制の構築を含めた実施体制の検

討を図っております。まず、ABL に関する人材育成として、平成 26 年度上期に融資部 6

名が通信教育受講、下期には動産評価アドバイザー認定講座に 2 名参加しております。

体制として平成 27 年上期に ABL 取扱要領を制定しております。また、行内全体でＡＢＬの

考え方として商流（売掛金・在庫等）の把握が必要であり、その考え方を行員に周知する

ために取引先の「ビジネスモデル俯瞰図」等の作成を支援し、行員の目利き力を高めてま

いります。 
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(3)中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方

策 

①目標計数 
中小規模事業者等向け貸出を推進するにあたり、新商品となるプロパービジネスカードロ

ーン「パワフルⅡ」を平成 26 年 7 月より発売し、企業の成長ステージをフルサポートする商品

ラインナップの充実に努め、補助金申請支援等の本業支援を強化してまいりました。 

残高については、「パワフルⅡ」の残高が 23 億円となるなど、資金需要の積極的な取り込

みの結果、計画比 7 億円増加の 1,609 億円となりました。 

今後も、お客さまの成長ステージに合わせた新規融資対応、本業支援の強化を図り、地

域経済の活性化に貢献してまいります。 

 
【中小規模事業者等向け信用供与の残高、比率（表 22）】         (単位：百万円、％) 

 
26/3 期 
（始期） 

27/9 期 

計画 実績 計画比 始期比 

貸出残高 158,846 160,226 160,995 +769 +2,149 

総資産 449,579 451,376 461,021 +9,645 +11,442 

貸出比率 35.33 35.49 34.92 ▲0.57 ▲0.41 
  

 
28/3 期 

計画 
28/9 期 

計画 
29/3 期 

計画 

貸出残高 161,054 162,158 163,400 

総資産 455,192 455,149 459,253 

貸出比率 35.38 35.62 35.57 

 
※貸出比率＝中小規模事業者等向け貸出残高／総資産 
※中小規模事業者等向け貸出とは銀行法施行規則別表第一における「中小企業等」から個人事業者

以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除外したもの 
政府系出資主要法人向け貸出および特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出等、大企業が保 
有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰＣ向け貸出等、その他金融機能強化 
法の趣旨に反するような貸出 

 

②方策 

「新増現守」運動の実績を踏まえ、「課題解決型提案営業の深化」のもと、現取引先の取

引満足度を高めつつ、新取引先には「本業支援」「企業の成長ステージをフルサポートする

商品ラインナップの充実」等を切り口にて開拓し、取引先数の増加、貸出残高を増やしてま

いります。 

 

[1]成長分野に対する取組み強化 

今後も成長が期待できる「医療・介護・健康関連分野」に対して集中的に取組むた

めに、専門的資格を有する行員、法人営業グループで育成した「法人営業マイスター」

の行員を「医療介護チーム」とし、事業性融資市場の大きい「オフェンス」店に配属する

など、「医療・介護・健康関連分野」の成長ニーズを積極的に獲得してまいります。（詳

細は「第３．１．①[1]成長分野に対する取組み強化」に記載しております） 

 

[2]企業の成長ステージをフルサポートする商品ラインナップの充実 

「地域のお客さまとともに成長する銀行」として、地域の企業の成長を支え、県内全
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体の経済活性化に貢献することが当行の戦略となります。企業の「次の成長」に向かう

資金に対応するために、商品ラインアップを充実させ、今後見込まれる設備資金や売

上増加に向けた運転資金の資金ニーズを創出し、設備資金等に積極的に対応してま

いります。（詳細は「第３．１．①[2]企業の成長ステージをフルサポートする商品ラインナ

ップの充実」に記載しております） 

 

[3]課題解決型提案営業の深化 

下記の取組みを課題解決型提案営業として、営業店長・渉外代理・渉外と中小企

業の経営者と接する行員全員に周知し、活用することで、新事業開始または拡大時の

資金ニーズを確実に取り込み、貸出残高の増加を図ってまいります。 

 

(a)本業支援 
（詳細は「第３．１．①[5]本業支援の強化」に記載しております） 

 

(b)財務アプローチからの資金提案 
CRD データを活用した中小企業経営診断システム（MSS）を使用し、中小企業

の決算情報をもとにした各種シミュレーションを書面にてお渡しし、当行と経営者

の間で財務面での経営課題等を共有し、かつ最適と考えられる資金額での提案

を行うものであり、平成 25 年度下期に全店ロールプレイング大会にて活用方法を

実践し、営業店にて同システムを活用しております。平成 27 年度上期には、将来

シミュレーション機能を付加し、若手行員でも容易に理解できる新システムである

中小企業経営診断システム（McSS）へ移行し、新システムの行内説明会・研修等

を実施し、下期より本格的に活用予定です。 

 

なお、行内への周知、実践で活用できるスキルの向上に向け、営業統括部法人営

業グループ・営業店支援グループ支援役の同行訪問による実践研修や研修の開催、

営業店に配属する法人営業マイスターによる OJT 研修にて広めてまいります。 

また、課題解決型提案営業での新たな成功事例等を本部に集約し、営業店全体に

広げていくなど、継続的な深化に努めてまいります。 

 

[4]クレジットライン協議による融資機会の最大化 

クレジットライン協議では、個社別の融資取組方針、クレジットライン（与信目線）を明

確にし、効率的な営業活動やお客様の実態把握の強化を図っております。この取組

みを行うことで、新規融資の増加と資産の健全性の維持・向上、営業活動の効率化を

図ってまいります。（詳細は「第３．１．①[4]クレジットライン協議による融資機会の最大

化」に記載しております） 

 

[5]渉外活動進捗に応じた適切なフォロー態勢 

渉外活動支援システムを更に活用し、渉外活動の充実化を図ってまいります。具体

的には、平成 26 年 4 月に「営業活動日誌取扱要領」を設け、渉外等が訪問活動前に

訪問先とその目的を入力し、役席がチェックすることで、訪問件数の増加、取引機会の

最大化を図っております。 

平成 27 年度上期の月あたりの訪問平均件数は前年同期比で 17 件増加しており、
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今後も、訪問件数の増加と役席等のフォローによる取引機会の最大化を図ってまいり

ます。 

 

 【月あたり訪問平均件数の推移（表 23）】                            （単位：件） 

 26 年度上期 26 年度下期 27 年度上期 前年同期比 

月あたり件数 151 152 168 +17 

 
３．その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策の進

捗状況 

外部専門家や外部支援機関との業務提携を推し進め、専門的知見を活かした地域の企業

の成長支援や成長に向けた各種補助金・助成金等の活用に向け、当行行員が経営者と一緒

になって計画書等の策定をお手伝いするハンズオン支援を増やし、中小規模事業者等の経営

目標の実現や経営課題の解決に向けて、ライフステージ（創業・新事業開拓、成長・拡大、経

営改善、事業再生、事業承継等）に応じた取引先支援の一層の強化を図り、「経営者の右腕」

としての存在感を高めてまいります。 

 

(1)創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

創業・新事業支援については、創業・新事業展開後の成長資金等への融資を着実に

行うなど、創業・新事業後の展開も支援してまいります。（詳細は「第３．１．①[5]本業支援

の強化（ｄ）創業・新事業支援取組み強化」に記載しております） 

 

(2)経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者含む）に対する支援に係

る機能の強化のための方策 

経営相談の機会の増加は、当行にとっても融資機会の増加、取引関係の深耕につな

がるものであり、今後も外部専門家や外部支援機関との連携による経営相談の場を増や

し、顧客満足度を高めてまいります。（詳細は「第３．１．①[5]本業支援の強化（ｆ）経営相

談機会の増加に向けた取組み強化」に記載しております） 

 

(3)早期の事業再生に資する方策 

当行では、融資部経営支援グループと営業店でメリハリあるフォローアップを行っており、

早期の事業再生に取組む先を「企業支援先」とし、うち「重点先」は融資部経営支援グル

ープが直接支援を行い、「モニタリング先」は営業店の定期的な訪問活動による支援を行

っております。 

平成 27 年度上期では、「重点先」82 先・「モニタリング先」222 先に対し、本部・営業店

による経営支援を実施しております。特に、「重点先」は信用額が 45 億円と経営に対する

影響も少なくなく、また、経営改善による業績改善は企業の事業継続性、当行の収益基

盤においてもプラスの効果があります。外部専門家との連携による改善支援、「重点先」14

先に対する地域経済活性化支援機構の専門家受入れによる専門的な支援など、早期再

生に努めております。その結果、企業支援先のうち 31 先のランクアップにつながりました。 

今後も、外部専門家や外部支援機関の専門的知見とノウハウの蓄積による行内の再生

スキルの向上を図ってまいります。 
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(4)事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

業務提携先と連携した事業承継セミナーや経営相談会等による事業承継相談、「Ｍ＆

Ａスペシャリスト」行員による事業承継アドバイス等を行ってまいります。（詳細は「第３．１．

①[5]本業支援の強化（ｂ）M＆A・事業承継支援取組み強化」に記載しております） 

 

(5)地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

①地域経済活性化への積極的な参画 

当行を含む福井県に本店を置く金融機関が福井県と協力して創設した地域独自のファ

ンド「ふるさと企業育成ファンド」（期間 10 年、規模 100 億円）を活用し、中小企業の新分野

展開や人材育成を支援することとし、当行は新分野展開を行う中小企業者が既存事業の

経営資源を活用して取組む経営の多角化や事業転換への経費補助を受けることができる

「新分野展開スタートアップ支援事業」の支援チームとして、5 年間の計画進捗管理、販路

開拓、ビジネスマッチング、ソリューション提供によりサポートし、その申請を支援してまいりま

した。 

平成 27 年度では、同ファンドの支援事業を取引先に積極的に紹介し、支援事業申請の

サポートを 13 先に対して実施（県内金融機関 1 位）し、採択 2 先（県内金融機関 1 位）とな

っております。 

      

②地域貢献への取組推進 

[1]「子育て応援バンク」の取組推進 

平成 19 年 4 月に「子育て応援バンク」宣言を行い、同年 6 月に本部組織として「子

育て応援室」を設置、地域のお客様の子育てを金融面から応援することとし、地元小

学生を対象とした営業店での職場体験や、地元団体等が企画する職場体験に出展

するなど、地元小学生に対する金融教育を定期的に実施しております。 

平成 26 年 6 月には福井市内小学生 4 名、11 月には 6 名が当行営業店での職場

体験を行っております。また、敦賀商工会議所青年部主催「こどもお仕事体験」（地元

企業 15 社参加）に銀行として参加し、近隣の小学生 60 名が参加しました。今後も、地

域への貢献活動の一環として、積極的な金融教育に取組んでまいります。 

また、福井県は女性の就業率や共働き率、正社員の割合が全国トップレベルとなっ

ております。女性が「子育て」と「仕事」を両立しながら、職場で能力を発揮できる職場

環境が求められているところであり、福井県では「子育て」支援の取組みが評価できる

企業を「子育てモデル企業」として認定しており、当行は「平成 26 年度子育てモデル

企業」として認定されました。 

        

[2]ＣＳＲ（企業の社会的責任活動） 

(a)オーケストラコンサート 

当行取引の経営者を中心とした会員組織である「福邦クラブ」が毎年開催して

いるオーケストラコンサートの後援を行っております。平成 27 年度は 4 月 8 日に開

催し、1,217 名の来場をいただきました。 

 

(b)ピンクリボンキャンペーン活動 

日本女性の 16 人に一人が乳がんになると言われており、福井県の乳がん死亡

率は全国 2 位となっております。福井県の場合は女性が社会で活躍する労働人
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口が高いこともあり、働く女性に対するがんに関する正しい知識普及と行職員が

安心して働ける環境づくりの一環として、平成 27 年 10 月から 12 月までピンクリボ

ンキャンペーン活動を行っております。行職員がピンクリボンピンバッジを着ける、

営業店において「がんを知る展」を開くなど啓蒙活動に取組んでおります。 

 

(c)「地域見守り活動に関する協定」の締結 

平成 26 年度下期より、擁護を必要とされるお年寄りの方々等、誰もが住み慣れ

た地域で安心して暮らしていけるよう、市全域にわたる広域的な見守りの協定を

福井県内自治体と締結をしております。これまでに福井市・坂井市・鯖江市・越前

市・小浜市の 5 市と締結しました。当行行員が業務中にお年寄り等、擁護を必要

とされる方に何らかの異変を察知した際、各市の社会福祉課等に連絡するネット

ワーク活動となっております。 

  



39 

第６ 剰余金の処分の方針 

１.配当に対する方針 

(1)基本的な考え方 

当行は、銀行業としての公共性に鑑み、長期にわたって安定経営に努めるとともに、配

当につきましても中間配当および期末配当の年 2 回の安定した配当実施をすることといた

しておりましたが、経済・金融市場の先行き不透明感が増していることから、平成 23 年度か

ら当分の間、期末配当 1 回とすることといたしました。 

今後とも、安定した配当実施に向け、営業基盤の充実を図りながら一層の収益向上に

努め、内部留保の充実により財務体質を強化してまいります。 

 

(2)利益剰余金の推移 

平成 27 年 9 月末の利益剰余金は、当期純利益にて 15 億 65 百万円を計上したことか

ら、計画比 16 億 27 百万円上回る 59 億 12 百万円となりました。 

今後も経営強化計画を着実に実行し、安定した収益のもと、利益剰余金を着実に積上

げてまいります。 

 

【長期予想（表 24）】                                           （単位：百万円） 

 26/3 期 

実績 

27/3 期 

実績 

27/9 期 

計画 

27/9 期 

実績 

28/3 期 

計画(*） 

29/3 期 

計画 

30/3 期 

計画 

当期純利益 1,148 963 426 1,565 883 1,077 1,077 

中間配当金 0 0 0 0 0 0 0 

期中内部留保額 898 681 185 1,324 642 836 836 

利益剰余金 3,908 4,589 4,285 5,912 4,742 5,578 6,414 

期末配当金 244 241 - - 241 241 241 

 

 31/3 期 

計画 

32/3 期 

計画 

33/3 期 

計画 

34/3 期 

計画 

35/3 期 

計画 

当期純利益 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 

中間配当金 0 0 0 0 0 

期中内部留保額 836 836 836 836 836 

利益剰余金 7,250 8,086 8,922 9,758 10,594 

期末配当金 241 241 241 241 241 

   (*)28 年 3 月期以降の計画数値は 26 年 6 月策定時の長期予想における計数です 

 

２.役員に対する報酬および賞与についての方針 

当行では、月額報酬に加え、役員賞与支給という報酬体系となっておりますが、近年の業績

を踏まえ、平成 20 年度より役員賞与の支給を見合わせております。 
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第７ 財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策の進捗 

状況 

１.経営管理に係る体制 

(1)内部統制基本方針 

適切な経営管理（コーポレートガバナンス）およびリスク管理を行うにあたり、取締役会は

「内部統制に関する基本方針」を制定しております。 

これにより、コンプライアンスに加え、業務運営に関する有効性と効率性および財務報告

における信頼性を確保する体制を構築しております。 

 

(2)内部監査体制 

内部監査部署である監査部を被監査部署から独立した組織とし、業務の牽制機能を図

り、内部統制の有効性と効率性を検証しております。 

新日本有限責任監査法人に「ＩＩＡ国際基準に基づく内部監査態勢の外部品質評価」

を委託し、平成 25 年 11 月に品質評価結果および高度化に向けての提言を受け、平成 26

年 4 月より営業店リスクベース監査の試行を開始し、平成 27 年 4 月より本格稼動するなど

内部監査態勢の高度化に向け取組んでおります。 

 

①監査部員の技能向上と専門性を有する人員の配置 

平成 26 年 4 月に監査に係る教育研修プログラムを制定し、内部監査機能をより十分に

発揮するために、監査部員の技能向上を図っております。また、専門性を有する本部経験

者等適切な人材を配置しております。 

 

②コンプライアンス体制の監査 

内部監査部署である監査部は監査役と連携して、全行のコンプライアンス体制およびコン

プライアンス上の問題の有無の調査にあたっております。 

 

③金融商品取引法、顧客保護関連法令に対応した監査の充実強化 

顧客説明、顧客サポート等、本人確認、顧客情報管理、外部委託管理、優越的地位の

濫用防止等を中心とした監査を行っております。 

 

(3)財務報告に係る内部統制 

金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を実施し、財務報告の信頼性を確

保するために、業務に有効な統制が組み込まれた組織を構築しております。 

 

２.各種リスクの管理の状況 

各種リスクの管理の状況につきましては、「第４ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある

経営体制の確立に関する事項の進捗状況」に記載いたしました。 


